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議 事 日 程

令和６年第１回浜中町議会定例会

令和６年３月８日午前１０時開議

日 程 議 案 番 号 議 件

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 議案第１１号
浜中町企業版ふるさと納税基金条例の制定につ

いて

日程第 ３ 議案第１２号 浜中町景観条例の制定について

日程第 ４ 議案第１３号

浜中町行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に基づく個人

番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例の制定について

日程第 ５ 議案第１４号
浜中町職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第 ６ 議案第１５号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第 ７ 議案第１６号
浜中町総合文化センター設置条例の一部を改正

する条例の制定について

日程第 ８ 議案第１７号
公の集会施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

日程第 ９ 議案第１８号

浜中町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第１０ 議案第１９号
浜中町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定について

日程第１１ 議案第２０号

浜中町指定介護予防等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について

日程第１２ 議案第２１号

浜中町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について
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日程第１３ 議案第２２号

浜中町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定について

日程第１４ 議案第２３号

浜中町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必

要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第１５ 議案第２４号
浜中町水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第１６ 議案第２５号
浜中町下水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について

日程第１７ 議案第２６号
公用車事故に伴う被害者に対する損害賠償に関

する示談について

日程第１８ 議案第２７号 公用車事故被害者損害賠償について

日程第１９ 議案第２８号 令和６年度浜中町一般会計予算
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（開議 午前１０時００分）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

開 議 宣 告

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 前日に引き続き、会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 会議録署名議員の指名

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、前日同様であります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 議案第１１号 浜中町企業版ふるさと納税基金条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第２、議案第１１号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第１１号浜中町企業版ふるさと納税基金条例の制定について、

提案の理由をご説明申し上げます。

企業版ふるさと納税につきましては、国が認定した地方公共団体の地域再生計画に位置

づけられる地方創生事業に対し、企業が寄附を行った場合、法人関係税から税額が控除さ

れる仕組みとなっております。

本町の地域再生計画につきましては、昨年８月に浜中町まち・ひと・しごと創生推進計

画の名称で国から認定を受けております。今後、人口減少対策や基幹産業の振興など、地

域を守るための施策につなげていきたいと考えております。

このことから、本町の企業版ふるさと納税の受皿として、新たに浜中町企業版ふるさと

納税基金を創設し、寄附金の有効活用と円滑な制度運用を図るため、条例の制定を提案す

るものであります。

企業版ふるさと納税による寄附については、原則として、寄附を受けた当該年度の事業

に充てることとされておりますが、本基金を設置することにより、翌年度以降の事業に対

しましても寄附金を充当することができることから、柔軟な活用が可能となります。

今後におきましては、基金の設置と併せ、企業版ふるさと納税を推進してまいります。

以上、提案の理由を説明しましたが、詳細につきましては企画財政課長より説明させま

すので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○議長（落合俊雄君） 企画財政課長。

○企画財政課長（佐々木武志君） 議案第１１号浜中町企業版ふるさと納税基金条例の制
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定について補足をご説明いたします。

本条例の制定に至った経過や条例制定の必要性などにつきましては町長の提案理由のと

おりでありますので、説明を省略させていただき、条文内容についてご説明を申し上げま

す。

第１条は設置の目的で、地方創生応援税制を活用した地方創生事業の推進のため、本基

金を設置するとしております。

第２条は積立てで、基金として積み立てる額は一般会計歳入歳出予算に定める額とし、

第３条は管理で、基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法に

より管理しなければならないとしております。

第４条は運用益金の処理で、基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上

し、基金に編入するとし、第５条は処分で、基金は町長が別に定める事業に要する費用に

充てる場合に限り、その全部または一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分すること

ができる、第６条は繰替え運用で、町長が財政上必要があると認めるときは、確実な繰り

戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用するこ

とができるとしており、第７条につきましては委任規定、附則では、本条例の施行期日は

公布の日としております。

以上、議案第１１号の補足説明といたします。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１１号の質疑を行います。

６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） 本条例の目的等は理解したのですけれども、企業版ふるさと納税

というものとは、ざっと調べますと、一般のふるさと納税とは違って返礼品等はないとい

うことです。それで、先ほど町長がおっしゃったように、浜中町の人口減少や地域の振興

について企業に応援してもらうための設置だということですけれども、まず、企業版ふる

さと納税の大まかな概要を説明していただきたいです。

そして、浜中町まち・ひと・しごと創生推進事業というものの考えに対して企業に応援

を求めるというものだと思うのですけれども、その事業の主な内容についてお願いします。

また、これまでに本町と関係のある企業が多々あります。そこを中心にこういう制度を

設けて応援していただこうということが主なのだと思うのですけれども、事業である以上、

関係はないけれども、他の企業に対しても、浜中町のこういうことを応援してほしいので、

協力してくださいというような周知、ＰＲも必要かなと思うので、その方法についてです。

それから、応援してくれる企業としてのメリットとして税制面も当然あるのでしょうけ

れども、どういうものが考えられるのか、今考らえられる範囲でいいので、説明していた

だければと思います。

○議長（落合俊雄君） 企画財政課長。

○企画財政課長（佐々木武志君） ご質問にお答えをいたします。

まず、企業版ふるさと納税の概要についてです。



- 5 -

企業版ふるさと納税につきましては、別名、地方創生応援税制という名称ですけれども、

平成２８年に内閣府主導の下で創設された制度でございまして、国が認定した地方公共団

体の地域再生計画に位置づけられる地方創生事業に対して企業が寄附を行うという仕組み

です。昨年、本町におきましても地域再生計画を国に申請いたしまして、まず、まち・ひ

と・しごと推進計画というものが認定されましたので、今回の基金条例のご提案に至った

という内容でございます。

実際の事業の内容ですけれども、本町が提出した浜中町まち・ひと・しごと創生推進計

画の中では、まず、魅力あふれる地場産業の振興と安定した雇用を創出する事業、若い世

代が希望を持って結婚、出産、子育てができる環境構築事業、誰もが安心、安全を実感し

て住み続けられるまちづくりを推進する事業があります。

そして、今申しました三つの点につきまして、例えば、産業でありますと、産業後継者

の確保及び新規就業者等の育成、あるいは、地域資源を活用した知名度向上と交流人口の

拡大、安心して子どもを育てるための支援強化、住環境、災害対策の充実を図り、あらゆ

る人が安心して暮らせる環境づくりに取り組む事業、その他があるのですが、こういった

事業に取り組むに当たって企業から応援をしていただくといったことです。

企業の協力をいただくためのＰＲ、周知についてですが、まず、一般のふるさと納税で

関係する企業にもしっかりと既に周知は図らせていただいていますけれども、その他、広

くホームページ等も活用するほか、実際に出向いて、浜中町も企業版ふるさと納税を始め

ましたといったことが全国にＰＲできるよう、様々な方法で取り組んでまいりたいと考え

ているところでございます。

最後に、企業のメリットです。

まず、企業が寄附を行った場合に法人関係税から税額控除され、最大９割の税控除の優

遇を受けられます。また、その他では、一つの地方公共団体と企業が手を組むことによっ

て、例えば、ある事業についていろいろな関係を構築できるといったこともメリットとし

ては大きいのかなと考えております。

○議長（落合俊雄君） ５番川村義春議員。

○５番（川村義春君） この制度の内容については６番議員が聞きましたので、おおよそ

分かりました。

基金についてお聞きしたいのですけれども、寄附されたお金は基金を創設して積み立て

るということですが、複数の企業から来ますよね。その原資をもって、計画されている創

生事業の基本目標に充当できるということで、三つの目標のどれかを指定されて寄附がさ

れるということではないのですよね。企業版ということで一括して来るわけですよね。そ

れを自治体として振り分けるということになるかと思うのですが、そういう理解でいいの

でしょうか。

また、基金がたくさん余った場合は翌年度にも繰り越して使える、原則的には単年度で

使い切らなければならないものだけれども、翌年度に繰り越して使える、それから、繰替
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え運用もできるということで理解してよろしいですか。

○議長（落合俊雄君） 企画財政課長。

○企画財政課長（佐々木武志君） ご質問にお答えをいたします。

まず、１点目の事業への充て方についてです。

先ほど、地域再生計画の中から抜粋し、ご説明をいたしました。

基本、この事業を応援していただく、寄附をしていただくということがありますが、も

う一つは、他の自治体もそうですけれども、実際にこういった事業をやります、例えば、

こういう観光振興事業をやります、こういう人口減少対策事業をやりますといったものに

対して寄附をいただくということも可能になります。

いずれにいたしましても、しっかりとした目的といいますか、色を見せて、企業に応援

していただくような仕組みづくりとしていきたいと考えております。

次に、２点目の本制度の期間についてですが、令和６年度まで、つまり、令和７年３月

３１日までとなっておりますけれども、この制度は、今後、期間が延長されることが予定

されているということですので、期間が延長された場合は、計画期間の変更を行いたいと

考えております。

また、この基金の使用については、原則、当該年度なのですが、計画期間の変更を行え

ば翌年度の事業にも充てられるということになりますので、そのように進めてまいりたい

と考えているところでございます。

○議長（落合俊雄君） ５番川村義春議員。

○５番（川村義春君） 後段の話ですが、条例制定の趣旨としては、原則、寄附を受けた

当該年度の事業に充てる、でも、基金を設置することによって、それを翌年度の事業にも

使えるということで理解していいかと聞いたのですが、よろしいですか。

○議長（落合俊雄君） 企画財政課長。

○企画財政課長（佐々木武志君） 議員がおっしゃられるとおりでございます。

○議長（落合俊雄君） １番三上浅雄議員。

○１番（三上浅雄君） 先ほどの説明の中では、これを国が制定したのが平成２８年とお

っしゃられたと思います。

本町は、令和５年８月に認定を受け、今年から企業版ふるさと納税を進めていくという

ことで承知したのですけれども、近隣の他町村でもう始めているところもあるということ

ですか。

参考までで、管内町村、あるいは、根室管内など、近くで始めているところがあればご

紹介をお願いします。

○議長（落合俊雄君） 企画財政課長。

○企画財政課長（佐々木武志君） まず、釧路管内の全ての自治体におきまして、企業版

ふるさと納税を始めるに当たって地域再生計画を国に提出し、始めているという状況でご

ざいます。
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平成２８年に地方創生が叫ばれて以降、企業版ふるさと納税も地方創生を進めていくに

当たっての有効手段ということで全国的に広まってまいりました。

実際、令和４年度につきましては、全国で３４１億円、件数については８３９０件とい

うことで、令和２年度と比較し、寄附金は１．５倍、件数も１．７倍となっておりまして、

全国の多くの自治体で企業版ふるさと納税を導入していると捉えております。

○議長（落合俊雄君） １番三上浅雄議員。

○１番（三上浅雄君） 全国的にそれだけ数が伸びてきているということでした。

この間の説明会でも、こういうものに対してということで、クラウドファンディングと

はまた違った考え方なのだと思いますけれども、分かりました。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） これで質疑を終わります。

これから議案第１１号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１１号を採決いたします。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１１号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 議案第１２号 浜中町景観条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第３、議案第１２号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 案第１２号浜中町景観条例の制定について、提案の理由をご説明

申し上げます。

本町には、厚岸霧多布昆布森国定公園の一角をなし、ラムサール条約登録湿地にもなっ

ている霧多布湿原や、火散布沼、藻散布沼をはじめ、豊かな自然環境、自然景観がありま

す。一方で、酪農業や漁業などの１次産業によりつくり出される産業景観、霧多布・茶内

市街地などの市街地がつくり出す市街地景観などもあります。

近年、ゼロカーボンへの取組が積極的に進められている中、再生可能エネルギー発電施

設の建設が進んでおり、町内においても、特に太陽光発電施設が湿原周辺を中心に乱立さ

れ、自然環境、自然景観を守るという点から問題視されております。
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このような中で、暮らしたい、暮らし続けたい、訪れたいまちを目指すためには、地域

の魅力化、特徴ある景観、地域を物語る自然、産業、市街地景観を守り、つくり、育む景

観まちづくり、そして、再生可能エネルギー発電施設と景観との調和が重要となってくる

ことから、このたび本条例を制定しようとするものであります。

以上、提案の理由をご説明しましたが、詳細につきましては住民環境課長より説明させ

ますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（山平歳樹君） 議案第１２号浜中町景観条例の制定について、補足をご

説明申し上げます。

２２４ページをお開きください。

この条例は、第１条から第２７条で構成されており、第１条では、景観法の規定に基づ

き、浜中町の豊かな自然と美しい景観を守り、つくり、次世代に継承することを当条例の

目的として規定しております。

第２条では、用語の定義について定めております。

第３条では町、第４条では町民、第５条では事業者の責務について定めております。

第６条では、町、町民及び事業者が自ら取り組む景観づくりについて、来訪者に対して

理解と協力を求めることができる旨を定めております。

第７条では、当条例の運用に当たって、財産権、その他の権利の尊重と公共事業、その

他の公益との調整に留意しなければならないと定めております。

第８条では、景観づくりに関する基本的かつ総合的な計画として景観計画を定める旨を

規定しております。

第９条では、景観計画区域内で、特に重点的な景観づくりを進める必要がある区域につ

いて、景観形成重点区域として指定することができる旨を規定しております。

第１０条では、景観計画の提案がなされた場合には景観審議会の意見を聞かなければな

らない旨を規定しております。

第１１条では、景観計画区域内における届出等、条例で定める届出を要する行為、その

添付図書について定めております。

第１２条では、届出行為に関する事前協議について、第１３条では、事前協議において、

町長は、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、当該届出を要する行為をし

ようとする者に対し、必要な措置を講じるよう指導または助言を行うことができる旨を定

めております。

第１４条では、規定による届出をする者の町民等への公開、公開方法について規定して

おります。

第１５条では、届出に係る行為の内容及び景観への影響について、関係住民等の説明会

の開催、町長への通知、報告について規定しております。

第１６条では、勧告に対する浜中町景観審議会の意見の聴取、第１７条では、景観法や
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規則で定める適用除外行為について定めております。

第１８条では、特定届出対象行為について、第１９条においては、命令しようとすると

きは浜中町景観審議会の意見を聞かなければならないという規定について定めております。

第２０条では、景観重要建造物、景観重要樹木の処分等をするときは浜中町景観審議会

の意見を聞かなければならないという規定を定めております。

第２１条では、景観重要建造物、景観重要樹木についての管理の方法の基準を定めてお

ります。

第２２条では、町長の附属機関として浜中町景観審議会を置く旨、第２３条では、審議

会の任期、第２４条では、会長及び副会長の規定、第２５条では、会議について定めてお

ります。

第２６条では、良好な景観形成を進めるため、技術的指導・助言等を行うものとして、

景観アドバイザーを置くことができる旨を規定しております。

第２７条では、この条例に関し必要な事項は規則で定めるとしております。

次に、附則ですが、第１項は施行期日について、第２項は浜中町景観計画策定委員会設

置条例の廃止について、第３項は、条例施行の際、町が景観行政団体移行前については、

景観行政団体である北海道の規定によりなされた行為に対しては、この条例の相当規定と

してなされた処分等とみなす旨を、第４項では、条例の施行日と町の景観計画の告示との

間に時間的な差がある場合は北海道の景観計画を町の景観計画とみなす旨を定めておりま

す。

以上、補足説明といたしますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げま

す。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１２号の質疑を行います。

６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） ２２８ページの管理の方法の基準についてです。

ここに書かれていることは理解できるのですけれども、例えば、太陽光発電として、大

方は売電を主としているわけですから、固定価格買取制度―ＦＩＴが終わった後、設置

者としてメリットがなくなったと判断して撤去するといった場合、確実に撤去を行って、

元の状態にしっかりと戻すというような規定というのはどこかに載っているのでしょうか。

探せなかったので、あるのであれば示していただきたいと思います。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（山平歳樹君） 今の太陽光発電の関係ですが、景観計画に内容が載って

きます。

町でこれから景観形成重要区域を指定します。太陽光発電の場合は、規模にかかわらず、

全ての届出が対象となります。しかし、発電施設を撤去する旨については景観計画では触

れておりません。

○議長（落合俊雄君） ６番田甫哲朗議員。
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○６番（田甫哲朗君） この条例には載っていないけれども、例えば、ほかの条例にそう

した規定があるという認識でいいのですか。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

もう少し分かりやすく答弁願います。

○住民環境課長（山平歳樹君） 先ほど言いました景観形成重点区域は、今のところ、計

画では四つほどを考えております。

一つ目は、湿原海岸形成重点区域、二つ目は、市街地景観形成重点区域、三つ目は、酪

農景観形成重点区域、四つ目は、森林景観形成重点区域です。

これらは、具体的に言いますと、霧多布湿原に接するＭＧロード沿道、北太平洋シーサ

イドライン沿道、霧多布・茶内市街地、国道４４号線沿道、森林地域の普通地域で、この

四つを指定しようとしていますが、太陽光発電につきましては、条例ではなく、計画の中

で四つの重点地域を指定し、建造物を建てるときについては計画に基づいて届出をしてい

ただこうと考えております。

なお、撤去の規定ですが、条例にも規則にも計画にも載っておりません。

○議長（落合俊雄君） 町長。

○町長（齊藤清隆君） 補足で説明いたします。

今回、景観条例を上げさせていただき、景観計画において重点区域を指定するというこ

とになります。

例えば、太陽光の関係につきましては、景観条例以外に、浜中町再生可能エネルギー発

電施設の設置に関する条例があり、この条例において維持管理の規定や廃止の届出のこと

が記載されており、廃止の届出の中には撤去についても記載されているということで、そ

ちらで撤去については見ることになるとご理解をお願いしたいと思います。

○議長（落合俊雄君） ５番川村義春議員。

○５番（川村義春君） １点だけ、確認の意味で聞いておきます。

景観アドバイザーを置くことができるという規定があります。ただ、今は「置くことが

できる」ですから、置くとは言っていないのでしょうけれども、見通しとして置く予定が

あるのかどうかを聞いておきたいと思います。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（山平歳樹君） 景観アドバイザーについてですが、当然、景観に関して

は専門的な知識が必要な場合がありますので、そういうときには景観アドバイザーの方を

指名し、審議会の中で説明していただくなど、景観アドバイザーをお願いしようと考えて

おります。

○議長（落合俊雄君） ５番川村義春議員。

○５番（川村義春君） 景観アドバイザーというのは、何かあったときに委嘱するのでは

なく、通年で委嘱しておき、何かの実態があったときに専門的な見地から審議会で発言を

するというようなことになるのではないかなと私は思うのですが、あらかじめアドバイザ
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ーを指定してお願いするというような計画ではないのですか。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（山平歳樹君） 常にアドバイザーを置くということではなく、例えば、

ＮＰＯ法人として、この計画に関して、こういう計画にしたいということができます。

そういう専門的な知識が要るときにはアドバイザーの方をお願いし、その都度、専門的

な知識を審議会の方に教えていただくということで考えておりますので、通年では考えて

おりません。

○議長（落合俊雄君） ９番成田良雄議員。

○９番（成田良雄君） 第２２条の審議会について質問いたします。

町長の附属機関として浜中町景観審議会を置くことができるとなっています。今後、手

続等を経て任命することになるのでしょうけれども、委員は１０人以内をもって組織する

と第４項には書いております。

学識経験を有する者、その他町長が適当と認める者のうち、町長が委嘱するとあります

けれども、どのような方を審議会委員に委嘱されるのか、その点だけ参考に答弁願いたい

と思います。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（山平歳樹君） 質問にお答えします。

この計画をつくる前に策定委員会というものがありましたので、基本的には策定委員会

の方を引き続き審議会の委員で考えているところです。

○議長（落合俊雄君） ９番成田良雄議員。

○９番（成田良雄君） 了解しました。

策定委員会の委員が審議会委員になるということでございますけれども、いつ委嘱し、

いつから審議会が開始されるのか、そして、委員は、学識経験を有する者その他とありま

すけれども、主にどういう方が委員になるのか、その点を詳しく説明願います。

○議長（落合俊雄君） 住民環境課長。

○住民環境課長（山平歳樹君） 具体的にお話しさせていただくと、漁組の参事、霧多布

湿原トラストの事務局長、自治会連合会の会長、商工会の副会長というメンバーで考えて

おります。

次に、１回目の審議会の開催についてです。

昨日も一般質問で答弁しておりますが、計画案をパブリックコメントにかけ、その後、

計画案を修正して、審議会のメンバーに計画案について聞くこととなっておりますので、

１回目の開催はパブリックコメントが終わって計画案を審議するときと思っております。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） これで質疑を終わります。

これから議案第１２号の討論を行います。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１２号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１２号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第１３号 浜中町行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第４、議案第１３号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第１３号浜中町行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。

このたびの改正は、令和５年６月９日に行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、別表第２が廃止されるこ

とから規定を整理するものであります。

なお、施行期日については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日からとしております。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１３号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第１３号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１３号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１３号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第１４号 浜中町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第５、議案第１４号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第１４号浜中町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。

このたびの条例の一部改正につきましては、昨年５月８日に地方自治法の一部を改正す

る法律が公布されたことに伴い、会計年度任用職員への勤勉手当の支給に関連する条例を

改正しようとするものであります。

改正内容につきましては、育児休業をしている職員の勤勉手当の支給に関する規定から

会計年度任用職員の除外規定を削除するものであります。

なお、施行期日につきましては令和６年４月１日からとしております。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１４号の質疑を行います。

３番國井葵議員。

○３番（國井葵君） この条例の改正につきましては法改正に伴う条例変更ということで

理解しております。

関連して、現在の行政職員の育児休暇取得状況についてご回答をお願いいたします。

○議長（落合俊雄君） 総務課長。

○総務課長（赤石俊行君） お答えいたします。

このことについては、先ほどの町長の提案理由のとおり、地方自治法の一部改正に伴っ

て当町の条例を改正するものでございます。

昨年１１月の臨時会で会計年度任用職員の手当についての条例改正を提案させていただ

きました。これまで手当、ボーナスというのは期末手当のみだったのですけれども、来年

度から一般職員と同様に期末手当と勤勉手当が支給されることになります。

育児休業している職員はこれまで除外されるということだったのですけれども、そうい

う職員にも支給されることになりますし、今回、除外されるという規定が削除されるとい

った趣旨の改正でございます。

次に、現在、育児休業を取得されている人数ですけれども、５名で、女性４名、男性１

名でございます。
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この制度が始まって、平成の時代は、毎年、一、二名程度だったのですけれども、ここ

最近、若い職員が大分入ってきていますので、令和に入ってきてからは四、五名ぐらいが

取得されております。

国の制度も緩和されて、大分取りやすくなってきたという状況もございます。また、国

でも男性の育児休業取得を推薦していまして、そういったことで本町でも男性１名が取得

しておりますし、今後も増えていくのではないかなと思っているところでございます。

○議長（落合俊雄君） ４番三膳時子議員。

○４番（三膳時子君） 今のお答えに関連して質問します。

職員の育児休業取得者は、女性が４名、男性が１名というお答えでしたが、男性の育児

休業の期間というのはどのくらいのものなのでしょうか。

○議長（落合俊雄君） 総務課長。

○総務課長（赤石俊行君） お答えいたします。

取得できる期間は、男性、女性に限らず、正職員については子どもの３歳の誕生日の前

日までとなっております。

○議長（落合俊雄君） ４番三膳時子議員。

○４番（三膳時子君） 今、育児休業を取得している男性の方も女性と変わらない期間で

取得しているということなのですか。

○議長（落合俊雄君） 総務課長。

○総務課長（赤石俊行君） それぞれの事情とご本人の希望がありますが、男性も女性も

変わらずに取得できます。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） これで質疑を終わります。

これから議案第１４号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１４号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 議案第１５号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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○議長（落合俊雄君） 日程第６、議案第１５号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第１５号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。

行政委員及び非常勤特別職の報酬額については、行政再建プラン、行政改革大綱により、

平成１７年度に１０％削減の改定を行い、今日に至っております。しかしながら、現在の

報酬額では会議時間によっては北海道最低賃金を時間額換算で下回るおそれがあり、一定

の基準をもって見直しすることといたしました。

日額報酬の非常勤特別職につきましては、一般職給与表の基準号棒を定め、報酬額を算

出し、町で９３００円、委員で８５００円といたします。

また、月額報酬の各行政委員の報酬額については日額報酬の非常勤特別職の報酬額を基

準とし、実働日数をかけてそれぞれ算出いたしました。

その他の非常勤特別職の報酬額につきましては、管内の状況等を踏まえ、決定しており

ます。

なお、施行期日につきましては令和６年４月１日からとしております。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１５号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第１５号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１５号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 議案第１６号 浜中町総合文化センター設置条例の一部を改正する条例の

制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第７、議案第１６号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。
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町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第１６号浜中町総合文化センター設置条例の一部を改正する

条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。

このたびの改正は、総合文化センター長寿命化改修工事において、図書室機能の充実を

図るため、利用頻度が減少した視聴覚室を廃止し、図書室の一部として改装、さらには、

会議室不足の改善を求める町民の要望に応えるため、和室の一部を洋室に改装いたします。

それに伴い、別表中、視聴覚室を削り、研修室（和室）（１）を和室とし、研修室（和

室）（２）をリハーサル室Ｂへと改正するものであります。

なお、施行期日については令和６年４月１日からとしております。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１６号の質疑を行います。

５番川村義春議員。

○５番（川村義春君） 改正の内容でありますけれども、視聴覚室を図書室の一部として

削除する、そして、研修室（１）を和室とし、研修室（２）をリハーサル室にしてしまう

ということですね。ですから、和室とリハーサル室Ａとリハーサル室Ｂとして、会議室(１)

と（２）をＡとＢにするという内容だと思うのですけれども、何を目的にして名称を変え

ようとしているのか、お知らせをいただきたいです。

○議長（落合俊雄君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（澤邊昭彦君） 名称の改正ということですけれども、まず、視聴覚室は

なくしましたので、それを削ったということです。そして、和室は、以前、（１）と（２）

の２空間があったのですけれども、その１区間を削り、リハーサル室にしました。それで、

リハーサル室も２階の会議室と同じく真ん中で区切れるようにして、２空間とできるよう

にしまして、ＡとＢにしたという状況です。

以前は（１）、（２）となっていたのですけれども、役場もＡ、Ｂということになった

ので、役場に合わせて文化センターもＡ、Ｂへと名称を改正させていただきました。

○議長（落合俊雄君） ４番三膳時子議員。

○４番（三膳時子君） 文化センターを大きく改装していると思うのですけれども、１階

の美術館はどうしたのでしょうか。そのままなのでしょうか。

○議長（落合俊雄君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（澤邊昭彦君） 文化センターを以前改修したものはそのままでして、例

えば、２階のモンキー・パンチ・コレクションのところ、今言われる美術館はそのまま残

ります。

○議長（落合俊雄君） ４番三膳時子議員。

○４番（三膳時子君） 美術館とモンキー・パンチ・コレクションのところは残るという

ことですね。また、郷土資料展示室があったと思うのですけれども、郷土資料展示室もそ
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のままなのでしょうか。

○議長（落合俊雄君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（澤邊昭彦君） ご質問にお答えします。

郷土資料展示室につきましては、今、全面改修を行っています。以前はちょっと暗めの

雰囲気の資料館でしたので、壁は全部を真っ白にしまして、照明はＬＥＤ化しましたので、

今度は明るいイメージとなります。また、表示についても全部を張り替える改装をしてお

ります。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） これで質疑を終わります。

これから議案第１６号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１６号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１６号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第１７号 公の集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第８、議案第１７号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第１７号公の集会施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。

このたびの改正は、茶内第三寿の家を用途廃止し、本条例から削除しようとするもので

あります。

茶内第三寿の家は、昭和４８年１２月に建設し、平成１５年３月までは茶内第三地区の

保育所として使用され、その後は、隣接する茶内第三母と子の家とともに、地域の方のコ

ミュニティー活動の場として利用されてきましたが、近年は利用されておらず、老朽化も

進んでいることから、茶内第三連合会より施設解体の要望を受けていたものであります。

隣接する茶内第三母と子の家を引き続き地域の集会施設として利用できることから、こ

のたび、茶内第三寿の家を令和６年度において解体する方針としたため、用途廃止をしよ
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うとするものでございます。

なお、施行期日につきましては令和６年４月１日からとしております。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１７号の質疑を行います。

６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） 今の説明で確かめたいところがあるのですが、今回解体される寿

の家は、私も見てきましたところ、軒天も落ちそうな状態で、解体されて当然だなと思っ

ております。

これが昭和４８年に建設されて、公の集会施設として位置づけられて使用されてきまし

た。それから８年後にそのすぐ隣に現在の母と子の家という公の集会施設が建設されまし

た。

聞き逃したのですけれども、母と子の家ができたときからなのか、要は、寿の家を保育

所として使用してきたというような説明だったと思うのですね。そのときも公の集会施設

に位置づけて保育所として運営してきたということなのでしょうか。

とするのであれば、ちょっと違うのかなと思うのです。単純に疑問に思ったのは、何で

この地区に公の集会施設というものが、期間はともかく、併設されていたのかなというこ

とで、その経緯の説明をいただければと思います。

○議長（落合俊雄君） 建設課長。

○建設課長(渡部幸平君) ご質問にお答えいたします。

私もそのあたりの経緯については不思議に思っておりましたので、調べてみましたとこ

ろ、昭和４８年当時の古い広報誌にその記載がございました。

茶内第三寿の家につきましては、施設内部に娯楽室や浴室、それから、集会室兼保育室

などがあり、当時の広報誌の記載ですけれども、特に保育所も併用できる多目的な施設と

して建設されたという記載がございました。

そして、議員がおっしゃるとおり、８年後の昭和５６年に茶内第三母と子の家が建設さ

れますが、当時のことを知る方にお話を聞きますと、茶内第三寿の家が保育所としての使

用がメインになり、現実的に集会施設との併用が難しくなったということで、それとは別

に集会施設を建設する運びになったということです。

そういった経過から茶内第三地区においては二つの集会施設が存在したものと捉えてお

ります。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） これで質疑を終わります。

これから議案第１７号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１７号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１７号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第１８号 浜中町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第９、議案第１８号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第１８号浜中町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由をご

説明申し上げます。

このたびは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支

援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府

令が令和５年９月１５日に、母体保護法施行規則等の一部を改正する内閣府令が令和５年

１２月２６日から施行されたことに伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準が改正され、同基準に基づき制定しております条例の一部を改正しよう

とするものであります。

施行期日については令和６年４月１日から施行することとし、第１５条第１項第２号、

第３６条第３項及び第５３条第２項第２号の改定規定は公布の日から施行するとしており

ます。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１８号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第１８号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１８号を採決します。

お諮りします。
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本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１８号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１０ 議案第１９号 浜中町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第１０、議案第１９号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第１９号浜中町介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、提案の理由をご説明申し上げます。

このたびの条例改正につきましては、令和６年度から令和８年度までの第９期介護保険

事業計画期間中の介護給付費等のサービス見込み量や高齢者人口の推移等を勘案して決め

られる標準給付見込額により算定された基準保険料を現行の４９１０円から５２００円に

見直すとともに、所得階層区分を９段階から１３段階と、国の設定した基準に合わせて保

険料を改正するほか、所要の改正を行うものであります。

主な改正は、第２条の保険料率の適用年度の令和３年度から令和５年度を令和６年度か

ら令和８年度に改め、同項第１号中の２万９４００円を２万８３００円に、同項第２号中

の４万４１００円を４万２７００円に、同項第３号中の４万４１００円を４万３０００円

に、同項第４号中の５万３０００円を５万６１００円に、同項第５号中の５万８９００円

を６万２４００円に、同項第６号中の７万７００円を７万４８００円に、同項第７号中の

７万６５００円を８万１１００円に、同項第８号中の８万８３００円を９万３６００円に、

同項第９号中の１０万１００円を１０万６０００円に改め、新たに前年の所得が４２０万

円以上の方の所得段階が４段階追加され、同項第１０号として１１万８５００円、同項第

１１号として１３万１０００円、同項第１２号として１４万３５００円、同項第１３号と

して１４万９７００円を加えるものであります。

同項第３項中の第１項第１号に掲げる第１段階の第１号被保険者に係る保険料率１万７

６００円を１万７７００円に改め、同条第４項中の１万７６００円を１万７７００円に、

第１項第２号に掲げる第２段階の第１号被保険者に係る保険料率２万９４００円を３万２

００円に改め、同条第５項中の１万７６００円を１万７７００円に、第１項第３号に掲げ

る第３段階の第１号被保険者に係る保険料率４万１２００円を４万２７００円に改めるも

のであります。

なお、施行期日については令和６年４月１日からとし、経過措置として、令和５年度分

までの保険料は、なお従前の例によるものとしております。
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以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第１９号の質疑を行います。

５番川村義春議員。

○５番（川村義春君） 介護保険については、３年間の保険料を示すものと理解しており

ますが、このたびの第９期の保険料算定では保険料の賦課総額が３億３６８３万２０００

円という数字が出ておりました。

それを所得階層別の補正された被保険者数５４０６人で除した金額が年間の保険料とし

て６万２４００円と算出され、それの１２か月ということで５２００円が出てきた、これ

が階層別でいくと５段階の基準額ということになると思いますが、保険料賦課総額を求め

る際、保険料の軽減を図るために準備金の取崩しをして充てています。今回は、２５００

万円を充て、この金額になったということですね。

準備金は、現在、３９００万円くらいあるはずです。今回、２５００万円が出ますから、

あと１４００万円ぐらいしか残らないのですが、次の段階の令和９年度から１１年度の３

か年では７０１６円という数字が出てきて、準備基金の取崩しがゼロになっていまして、

準備金がなくなるということでいきますと、一気に介護保険料が上がるということが心配

されるのですよ。

こういう場合の措置として、例えば、一般会計の繰入れをするなどして介護保険料を抑

えるというようなことも必要ではないかなと思うのですが、考え方についてお聞かせをい

ただきたいと思います。

○議長（落合俊雄君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（渡部直人君） このたびの保険料算定についてですが、町長提案理由で

も申し上げましたとおり、令和６年、７年、８年の３年間の給付費を見込み、将来的な需

要も含めて保険料を算定しております。

議員がおっしゃるとおり、今回、基金を２５００万円取り崩しております。もしこれを

取り崩さなかった場合の保険料は、月額でいいますと５６０５円となります。取崩しによ

り５２００円に低減されまして、４０５円の減額となります。

なお、将来的な給付費の伸びも予想されます。浜中町の状況でいいますと、要介護認定

者は頭打ちになってきています。逆に、高齢者人口、後期高齢者の年代は厚くなっている

という感じがありますので、要介護度の重い方が増える状況にありまして、このことが給

付費を上げる要因となります。具体的に言うと、特養など、施設入所が多くなってくると

いうことです。

この前の介護度１や介護度２など、要支援ですと、デイサービスや介護予防事業などに

より、在宅で過ごしながらの対応となりますし、予防活動をいろいろとやっていますけれ

ども、それを重点的に進めていかなければならないと思っていますが、一定程度、要介護

者が抑えられているのもその事業の効果かなと思っております。
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将来的な推計ですけれども、国においても給付費の伸びの圧縮をどうするかということ

は話されていまして、今回の改定で介護人材のための待遇改善ということでの給付費アッ

プもしていまして、介護人材を確保しながら良質な介護をしていくというような対応をし

ているところです。また、介護報酬の見直しの中で国が示す３年間も上がっていくという

状況もありますので、それに対応し、町村においても予防が重点的になると思いますので、

相談のケアも含めてきちんとやっていきたいなと思っています。

金額は先ほど７０１６円と言ったのですけれども、これは令和２２年度の分で、将来的

にかなり先の話です。

お尋ねの繰入金の話ですけれども、介護保険制度ができた当初は、もし足りない場合は

道からの基金を借り入れるという想定もあります。ですから、もし賄い切れない場合は、

一般会計からの繰入れということではなく、そういうような事業形態でやっていまして、

独立採算制ということです。

実際、介護保険の給付費でいうと、６５歳以上の人が第１号被保険者として保険を受け

ていますけれども、４０歳から特に６４歳までの第２号被保険者ということで、例えば、

国民健康保険の方、社会保険の方、役場職員でいうと共済組合になるのですけれども、そ

れぞれから拠出金をいただいて、介護の分を支えています。

それのほかには町村負担もあるのですけれども、この町村負担にも別に枠がありますの

で、結局、町からすると一般会計から負担しているようにはなっています。

制度としてはそういうことでして、行政判断としては、他市町村もそうですけれども、

基金の財源をいかに確保し、保険料を圧縮するかとなります。ただ、今日の新聞にも出て

いましたけれども、上げている町村が多いのが実情です。

我がまちも、管内で見ますと一番安い金額です。介護施設がないなど、いろいろな要因

もあるのですけれども、引き続き、予防活動をしながら、健全経営をするため、計画に基

づきながらしっかりと対応してまいりたいと思っています。

○議長（落合俊雄君） ５番川村義春議員。

○５番（川村義春君） 先ほど、令和９年度から１１年度の３か年間の金額が７０１６円

というような話をいたしましたけれども、これはずっと先の話ということで、今、確認が

取れましたので、訂正させていただきたいと思います。

ただ、基金を取り崩し、繰入れを少しでもやっていくことによって保険料率は下がると

いうことは間違いないことですし、課長が言われたように、今朝の新聞にも介護保険の管

内の状況が出ていました。浜中町は、若干増えたけれども、管内では一番安いということ

で、胸を張っていいのではないかなと思っています。

しかし、基金がなくなることによって、次の３年間で上がっていくというようなことが

心配されますし、負担が増えていくことも考えられますので、聞いた次第です。

それに関して何かあれば、お答えをいただきたいです。

○議長（落合俊雄君） 健康福祉課長。
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○健康福祉課長（渡部直人君） 実は、現在の第８期の計画をつくっているときも、僅か

だったのですけれども、基金から８００万円ぐらい入れる想定で今の保険料額にしていま

す。結果的に、この基金を取り崩さず、予算化していませんので、８００万円は積んだま

まの状態になっています。それを第９期に充当でき、減額できたということです。

コロナ禍の影響で給付費が下がったという影響もあるのですけれども、総体的には、予

防活動も含め、給付費が抑えられたのではないかと判断しております。ですから、引き続

き、財源の確保もそうですけれども、そういった活動も含め、しっかりとやっていきたい

と思います。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） これで質疑を終わります。

これから議案第１９号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第１９号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１１ 議案第２０号 浜中町指定介護予防等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１２ 議案第２１号 浜中町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１３ 議案第２２号 浜中町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について

日程第１４ 議案第２３号 浜中町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項

並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第１１、議案第２０号、ないし、日程第１４、議案第２３号

を一括議題とします。
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本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第２０号浜中町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２１号浜中町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第２２号浜中町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第２３号浜中町指

定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、関連がありま

すので、一括して提案の理由をご説明申し上げます。

介護サービスに係る人員、設備、運営等の基準は、介護保険事業計画の期間に合わせ、

国において３年に一度見直しが行われます。

本案につきましては、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令が公布され、本年４月１日に施行されることから、介護サービスの運用基

準など、関連する条例について改正しようとするものであります。

初めに、このたびの条例改正に共通する主な改正内容を申し上げますと、重要事項等の

書面掲示に加え、インターネット上で運営規程等の掲載を義務づけ、電磁的記録媒体の利

用に関する規定見直し、サービス種類別に応じた身体的拘束等の適正化の推進など、介護

サービスの運営基準について整備するものであります。

議案第２０号浜中町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例についての主な改正内容は、人員に関する基準で、介護支援専門員の配置基準の明

確化、指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリングほか所要の改正をするもの

であります。

議案第２１号浜中町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定についての主な改正内容は、利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置の義務づけ、協力医療

機関との連携体制の構築を図るなど、所要の改正をするものであります。

議案第２２号浜中町指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定についての主な改正内容は、利用者の安全並び

に介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置

の義務づけ、協力医療機関との連携体制の構築のほか、所要の改正をするものであります。

議案第２３号浜中町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介
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護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついての主な改正内容は、人員に関する基準では、介護支援専門員の取扱い件数の見直し、

公平・中立性の確保のための取組、指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリン

グのほか、所要の改正をするものであります。

なお、この条例で定められた基準は国の示した基準と同様となっており、令和６年４月

１日から施行するものとし、身体的拘束等の適正化及び重要事項の掲示に係る規定につい

ては令和７年３月３１日までの経過措置期間を設けることとしております。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第２０号の質疑を行います。

６番田甫哲朗議員。

○６番（田甫哲朗君） 第２０号についてですけれども、一括提案ですし、共通している

かと思いますので、それについて質問します。

正直、条文を一生懸命見ましたが、なかなか理解できません。

自分なりに解釈しましたが、こういう見直しをされた経緯です。国において行ったから

というわけでしょうけれども、例えば、施設で虐待、あるいは、逆に職員が入所者から暴

力を振るわれるなど、そういう事例が発生したことによる見直しなのかなと理解していま

す。

入所者のサービスの向上と安全の確保と同時に、職員の確保及び職員の負担軽減も図ら

れるべきだという内容かなと理解したのですけれども、果たしてそれでいいのでしょうか。

また、本町は野いちごとなごみがあるのですけれども、本町が該当する施設というのは

そこだけなのか、あるいは、地域活動センターまで入ってくるものなのか、聞きたいと思

います。

重要事項と書かれているのですけれども、重要事項等が指す分かりやすい具体例があれ

ばお示しいただきながら、再度説明をいただければと思います。

○議長（落合俊雄君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長（渡部直人君） ただいまの質問は、条例全般の改正内容についてだった

かと思いますけれども、このたびの改正につきましては、３年に１回、介護保険制度が変

わったことに即応した部分的な運営基準の改正となります。

議員がおっしゃった虐待事案については別に法律の規定はあるのですけれども、それを

さらに運営基準の中で明確化しています。今回でいうと、例えば、身体拘束についても場

合によっては必要だということもありますけれども、虐待として疑われる場合もあります

ので、その記録やルール化を明確にしておきなさいという基準の見直しがあります。

また、重要事項についての説明ですけれども、今までは紙媒体が多かったですし、運営

基準を施設内に掲示することが原則でしたけれども、今はインターネットの時代なので、

誰もがどこからでも見られるよう、自分たちのホームページなりで公開しなさいという情
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報提供の仕方の変更になっています。

施行まで準備期間もありますし、猶予期間もありますけれども、そういったことになり

ます。

全般的なことを言いますと、先ほど話がありましたとおり、サービスを提供する上での

働きやすい環境も重要だと思っています。例えば、介護ロボットを活用した事業者につい

ては在職者に加算をつけるというようなことも盛り込まれているのです。

そして、対象となる町内の事業所についてです。

法律の基本的事項なので、あるなしにかかわらず、施設全般となりますが、具体的に言

いますと、先ほどお話がありました特別養護老人ホーム・ハイツ野いちごは介護老人福祉

施設となりますので、該当します。また、グループホームなごみは認知症共同生活介護施

設で、地域密着型という区分に該当します。さらに、居宅介護支援事業所のケアプランを

やっている野いちごとあやめ、町でもやっていますので、この三つが運営基準の対象にな

ります。それから、社協でやっている訪問看護、ヘルパーステーションも該当します。あ

るいは、訪問看護ステーションをうちの事務所内に構えており、老人福祉センターのとこ

ろにありますので、そこも対象事業所となります。

○議長（落合俊雄君） ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２１号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２２号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２３号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２０号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２１号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２２号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。
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これから議案第２３号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２０号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。

これから議案第２１号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。

これから議案第２２号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。

これから議案第２３号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１５ 議案第２４号 浜中町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第１５、議案第２４号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第２４号浜中町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、提案の理由をご説明申し上げます。
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このたびの条例改正の主な内容につきましては、第６条中、議会の同意を要する賠償責

任の免除としまして、水道事業の業務に従事する職員の当該賠償に係る賠償額を１０万円

以上に定めるものであります。

また、第７条中、議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等につきまして、その金額、

または、その目的物の価額及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定

に係る金額を１００万円以上に定めることを目的として、本条例の一部を改正するもので

あります。

なお、施行期日については令和６年４月１日からとしております。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第２４号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２４号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２４号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１６ 議案第２５号 浜中町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第１６、議案第２５号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第２５号浜中町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例について、提案の理由をご説明申し上げます。

このたびの条例改正は、本年４月１日より施行される地方自治法の一部を改正する法律

による指定公金事務取扱者制度に係る規定の新設に伴い、引用条文が繰り下がるため、関

連規定を整備するものであります。

条例改正の内容につきましては、第６条中、第２４３条の２の２第８項を第２４３条の

２の８第８項に改めるものであります。
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なお、施行期日については令和６年４月１日からとしております。

以上、提案の理由をご説明しましたので、よろしくご審議くださいますようお願い申し

上げます。

○議長（落合俊雄君） これから議案第２５号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２５号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２５号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１７ 議案第２６号 公用車事故に伴う被害者に対する損害賠償に関する示談

について

日程第１８ 議案第２７号 公用車事故被害者損害賠償について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） 日程第１７、議案第２６号、及び、日程第１８、議案第２７号を

一括議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第２６号及び議案第２７号につきましては関連がありますの

で、一括して提案の理由をご説明申し上げます。

初めに、議案第２６号公用車事故に伴う被害者に対する損害賠償に関する示談について、

提案の理由をご説明申し上げます。

本事故につきましては、令和５年９月２０日午前１１時４０分頃、セブン‐イレブン厚

岸白浜店駐車場敷地内で発生した車両物損事故で、相手車両につきましては議案に記載の

とおりであります。

事故の概要は、用務終了後に立ち寄ったセブン‐イレブン厚岸白浜店の駐車場にて、進

入車両を避けるために後退した際に駐車してあった相手車両に衝突したもので、損害額は

３８万１７６６円であります。

このことから、町が加入しております保険会社の査定により、過失割合を町の過失１０

０％、相手車両損害等の全額を町が負担することで令和５年１１月２４日に示談を交わし



- 30 -

ております。

このことから、地方自治法第９６条第１項第１２号により議決をいただくものでありま

す。

議案第２７号公用車事故被害者損害賠償についてにつきましては、前議案でご説明申し

上げました相手車両への損害賠償について、地方自治法第９６条第１項第１３号により、

議決をいただくものであります。

このたびの事故は誠に遺憾であり、今後、このような事故が起きないよう、安全運転の

徹底に万全を期してまいりますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げま

す。

○議長（落合俊雄君） これから議案第２６号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２７号の質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 質疑なしと認めます。

これから議案第２６号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２７号の討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 討論なしと認めます。

これから議案第２６号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。

これから議案第２７号を採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１９ 議案第２８号 令和６年度浜中町一般会計予算

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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○議長（落合俊雄君） 日程第１９、議案第２８号を議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（齊藤清隆君） 議案第２８号令和６年度浜中町一般会計予算について、提案の理

由をご説明申し上げます。

令和６年度予算につきましては、第６期浜中町まちづくり総合計画を指針とし、町民の

皆様の声にしっかりと耳を傾ける共創のまちづくりの実現に向け、編成したところであり

ます。

本町ならではの個性豊かで持続可能なまちづくりを目指し、施策を講じてまいります。

予算の総額につきましては、９２億３８８４万８０００円と定め、前年当初より０．３％、

２４７２万３０００円の減額となります。

予算の内容につきまして、主なものを申し上げますと、歳出、２款総務費では、公の集

会施設等管理に要する経費で、公の集会施設改修工事１４７０万円、地域公共交通に要す

る経費で、町営バス運行委託料４９１３万２０００円、３款民生費では、浜中福祉会に要

する経費で、浜中福祉会補助３７７４万５０００円、４款衛生費では、地域水道管理に要

する経費で、水道メーター器設置工事４２９４万２０００円、じん芥処理に要する経費で、

清掃車両購入２１７４万１０００円、５款農林水産業費１項農業費では、中山間地域等直

接支払事業に要する経費で、中山間地域等直接支払交付金１億２７４３万２０００円、農

業基盤整備に要する経費で、浜中姉別地区道営農道整備事業負担金９００万円、道営草地

整備事業負担金１９３７万５０００円、２項林業費では、林道に要する経費で、林道専用

道熊牛北区線開設に伴い、林業専用道測量設計委託料６５２万８０００円、林道専用道開

設工事３１８７万２０００円、３項水産業費では、育てる漁業に要する経費で、環境・生

態系保全緊急対策事業負担金１９２９万６０００円、漁港整備に要する経費で、漁港工事

地元負担金１億５７３万９０００円、６款商工費では、商工振興に要する経費で、創業支

援事業補助７００万円、小規模事業継続支援補助３００万円、霧多布湿原に要する経費で、

霧多布湿原センター管理運営負担金３３０１万円、７款土木費１項土木管理費では、建築

行政に要する経費で、民間賃貸住宅等建設促進助成金１８００万円、２項道路橋梁費では、

町道管理に要する経費で、町道維持業務委託料５０００万円、万世橋長寿命化補修工事な

どに伴う町道維持補修工事１億２５４０万円、５項住宅費では、町営住宅整備に要する経

費で、茶内団地Ｈ０３の個別改善工事に向けた町営住宅改修工事実施設計委託料８６０万

円、茶内団地Ｓ６３の町営住宅長寿命化型改善工事１億９５００万円、８款１項消防費で

は、釧路東部消防組合に要する経費で、水槽つき消防ポンプ自動車の購入９７５４万７０

００円を含む釧路東部消防組合浜中消防署負担金３億７６７３万４０００円、２項災害対

策費では、災害対策に要する経費で、津波避難タワー整備に向けた避難施設整備工事実施

設計委託料２７５０万円、丸山散布津波避難施設の避難施設整備工事２億２０６１万６０

００円、９款教育費４項高等学校費では、教育振興に要する経費で、海外交流派遣負担金
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４３１万５０００円、国内視察研修負担金１８２万６０００円、地域みらい留学事業負担

金１５７万５０００円、５項社会教育費では、総合文化センター管理に要する経費で、文

化センター改修工事５億３８７万３０００円、１０款公債費は１０億４４９７万８０００

円、１１款給与費は１２億７２４５万２０００円を計上しております。

なお、特別会計などへの繰出金につきましては、国保会計など６会計で合計５億９２１

６万８０００円となっております。

一方、歳入は、これら歳出に要する財源について、地方財政計画で示された伸び率等を

勘案し、地方交付税は前年当初より１１００万円増の３５億５０００万円、地方譲与税は

３６１万４０００円増の１億２６８１万円、利子割交付金をはじめとした各種交付金は３

６８万８０００円増の１億７００８万８０００円となり、これら歳入総額の４１．６％を

占めております。

町税は、現在、所得申告を取りまとめ中でありますが、前年度最終見込みを基に全体で

６８８４万９０００円、８．６％増の８億６５９９万３０００円で、歳入総額の９．４％

を占めております。

国・道支出金は１億６１８３万５０００円減の９億２９６万６０００円、分担金及び負

担金、使用料及び手数料、財産収入は合計で２０８０万１０００円増の２億９０８３万８

０００円、寄附金は、ふるさと納税を２億円増で見込むなど、全体で１３億３１４万円、

繰入金は、財政調整基金、ふるさと納税基金などからの繰入れを実施し、６７７０万７０

００円減の７億３７０９万５０００円、諸収入は、貸付金元利収入などで４６６万７００

０円増の８３１０万８０００円、詳細につきましては、１億７９０万円減の１２億８８０

万円となっております。

今年度の予算編成に当たっては、歳入総額の約４割を占める地方交付税は、できる限り

の予算措置とさせていただき、不足分については、財政調整基金からの繰入金を計上し、

基本的に年度間予算として執行する所存であります。

全般的な財政状況としましては、老朽化する施設の維持管理費や建設事業の影響に伴う

公債費が今後増加する見込みとなっており、これらを要因として、厳しい財政運営が続く

と予想されていることから、財源の見通しを見極めながら、事業の執行と経常経費の節減

に努めてまいります。

次に、第２表繰越明許費につきましては、清掃車両の購入について、年度内に納車が完

了しない見込みであることから、地方自治法第２１３条第１項の規定に基づき、あらかじ

め翌年度に繰り越して事業を実施しようとする金額の限度額を定めようとするものであり

ます。

第３表債務負担行為につきましては、北海道市町村備荒資金組合の車両譲渡代金の支払

い契約に係るもので、期間は令和７年度から令和１０年度までとし、限度額はそれぞれの

購入価格に対する利率１．０％の年賦金の合計額に相当する額から令和６年度の年賦金を

控除した額で設定しようとするものであります。
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第４表地方債につきましては、本年度、地方債を財源とする各事業の繰入限度額、起債

の方法、利率及び償還の方法について定めようとするものであります。

以上、議案第２８号について、提案の理由をご説明しましたが、詳細につきましては企

画財政課長より説明させますので、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

○議長（落合俊雄君） この際、暫時休憩いたします。

（休憩 午前１１時５５分）

（再開 午後 １時００分）

○議長（落合俊雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

日程第１９、議案第２８号の補足説明を受けます。

企画財政課長。

○企画財政課長（佐々木武志君） 予算書の１ページをお開きください。

初めに、議案番号を２８と、提出日を８日と記入願います。

議案第２８号令和６年度浜中町一般会計予算について補足をご説明いたします。

第１条歳入歳出予算では、歳入歳出予算の総額は９２億３８８４万８０００円と定める

とし、第２項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出

予算によるとし、第２条繰越明許費は、地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度

に繰り越して使用することができる経費は第２表繰越明許費によるとし、第３条債務負担

行為は、町自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限

度額は第３債務負担行為によるとし、第４条地方債は、地方自治法第２３０条第１項の規

定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は第４表地方債によるとし、第５条一時借入金は、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借入れの最高額は１０億円と定めるとしております。

２ページから５ページまでの第１歳入歳出予算につきましては説明を省略させていただ

きます。

６ページをお開きください。

第２表繰越明許費については、４款衛生費２項清掃費の清掃車両購入事業について、事

業が年度内に完了しない見込みであることから、あらかじめ繰越明許費を設定するもので

あります。

第３表債務負担行為については、北海道市町村備荒資金組合の車両譲渡代金の支払い契

約で、期間は令和７年度から令和１０年度まで、限度額は購入価格１０９６万１０００円

に対する利率１％の年賦金の合計額に相当する額から令和６年度年賦金１１万１０００円

を控除した額であります。

７ページの第４表地方債につきましては、起債の目的の過疎地域持続的発展特別事業か

ら臨時財政対策債まで計１６件、限度額の総額は１２億８８０万円で、起債の方法、利率、

償還の方法は記載のとおりであり、詳細は歳入で説明をいたします。

８ページから９ページの歳入歳出予算事項別明細書につきましては説明を省略させてい
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ただき、説明の便宜上、歳出からの説明とさせていただきますが、初めに議案関係資料の

説明をさせていただきます。

議案関係資料８２ページをお開きください。

議案関係資料８２ページの資料１４の令和６年度当初予算対前年度比較表につきまして

は、歳入、１款町税から２２款町債まで、令和６年度、合計９２億３８８４万８０００円、

対前年度２４７２万３０００円、０．３％の減となっております。

続きまして、８３ページ、歳出は、１款議会費から１２款予備費まで、合計９２億３８

８４万８０００円、対前年度比２４７２万３０００円、０．３％の減となっております。

８４ページの令和６年度当初予算性質別経費対前年度比較表につきましては、１の人件

費は令和６年度１５億８１１７万６０００円で、４０２３万９０００円、２．５％の減と

なっております。

２の物件費は１７億７２００万８０００円で、１億７５５７万６０００円、１１％の増

となっております。

３の維持補修費は１億５３８０万７０００円で、５４６万２０００円、３．７％の増と

なっております。

４の扶助費は３億６０５２万８０００円で、１億５０６３万９０００円、４．２％の減

となっております。

５の補助費は１４億２８７９万８０００円で、１億９２０万９０００円、８．３％の増

となっております。

６の普通建設事業費は１５億５６４７万４０００円で、３億８１２６万３０００円、１

９．７％の減となっております。

８の公債費は１０億４４９７万８０００円で、８５８万１０００円、０．８％の増とな

っております。

９の積立金は６億８８８１万２０００円で、１億１８７７万７０００円、２０．８％の

増となっております。

１０の貸付金は５５０９万９０００円で、５２５万９０００円、１０．６％の増となっ

ております。

１１の繰出金は５億９２１６万８０００円で、１０４４万６０００円、１．７％の減と

なっております。

予備費５００万円は前年度同額であります。

次に、８９ページの資料１８をお開きください。

８９ページ、資料番号１８の令和６年度予算の主な事業費調べについてご説明いたしま

す。

２款総務費の１のふるさと納税に要する経費１３億１１万３０００円は、令和５年度実

績見込みにより寄附金を１３億円で見積もり、返礼品３億９０００万円、諸経費３億４７

９７万５０００円、積立金５億６２１３万８０００円で計上しております。



- 35 -

２の湯沸地区集会施設建替工事実施設計８８０万円は、湯沸地区の集会施設建て替え工

事に向けた実施設計で、財源は過疎債です。

３の茶内第三寿の家解体工事１０００万円は、未使用となっている茶内第三寿の家の解

体を行うものです。

４の茶内コミュニティセンター照明改修５５０万円は、多目的ホール照明のＬＥＤ化及

び非常灯の改修です。

５の共和会館外部改修工事９２０万円は、屋根塗装と一部ふき替え、外壁塗装などによ

るものです。

６のＥＶ車導入１１０万４０００円は、茶内支所にＥＶ車をリース契約により配置する

ものです。

７のＥＶ充電設備設置工事２９万６０００円は、茶内支所にＥＶ車充電設備を設置する

ものです。

８の人口ビジョン・総合戦略改定委託３６６万３０００円は、町人口ビジョン及び令和

７年度から１１年度までの地方創生総合戦略の改定作業支援を委託するものです。

９の町営バス運行委託４９１３万２０００円は、町内の２事業者に霧多布－厚岸線など

の５路線の町営バス運行を委託するものです。

１０の地方バス路線維持対策補助１２９１万６０００円は、民間事業者の根室－釧路間

の都市間バスの運行に対する負担金です。

１１のふれあい交流・保養センター管理運営負担金４２９０万円は、民間事業者へ指定

管理に伴う運営を負担するものです。

３款民生費、１２の旧琵琶瀬小学校校舎改修工事１９３０万円は、町社会福祉協議会の

事務所移転に伴い、施設内部等の改修を行うもので、財源は過疎債です。

１３の町社会福祉協議会補助４２５６万４０００円は運営事業補助で、財源は地方消費

税交付金社会保障財源分です。

１４の難聴者補聴器購入費等助成２９万１０００円は、町民の補聴器購入に対する一部

助成で５名分を計上、財源はふるさと納税基金繰入金です。

１５の福祉職修学資金貸付金１９２万円は、月額８万円の１２か月分の２名分を計上す

るものです。

１６の児童発達支援サービス等運営費補助１５０万円は、町発達支援センター運営費補

助で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

１７の地域活動支援センター運営事業委託１５５７万５０００円は、カフェ事業、地域

活動支援・共生型事業の運営事業委託で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

１８の高齢者バス等利用料支給５０７万７０００円は、７０歳以上の高齢者に対し、バ

ス等利用料を１人当たり１万円支給するものです。

１９の浜中福祉会補助３７７４万５０００円は、運営費と職員住宅建設費に対する補助

で、財源は地方消費税交付金社会保障財源分です。
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２０のデイサービス事業補助１９２０万３０００円は、浜中福祉会が実施する事業への

補助で、財源は地方消費税交付金社会保障財源分です。

２１の居宅介護支援事業補助３７５万９０００円も浜中福祉会が実施する事業への補助

です。

２２の子ども医療費扶助１９２４万８０００円は、１８歳以下への医療費助成で、財源

は道補助金と過疎債です。

２３の子育て世帯訪問支援事業委託３７万５０００円は、町内で家事、育児に不安など

を抱える子育て世帯に対し、社会福祉協議会への委託により訪問支援を実施するものです。

２４の子どもショートステイ事業委託６万５０００円は、子どもが一時的に養育困難と

なった場合の短期宿泊事業を実施するものです。

４款衛生費、２５の厚岸郡広域救急医療体制負担金１９９２万９０００円は、厚岸町へ

の広域救急医療体制確保に向けた負担金で、財源は過疎債です。

２６の看護師等修学資金貸付金９６万円は、月額８万円の１２か月分で１名分を計上す

るものです。

２７の妊婦健康診査（超音波検査）２４６万４０００円は、超音波検査に関わる町負担

をこれまでの６回分から妊婦一般健診回数の１４回分に拡大するものです。

２８の１か月児健診助成１６万円は、新たに伴走型相談支援の一環として助成するもの

で、財源は国庫補助金です。

２９の不妊治療費助成１２３万７０００円は、不妊治療費の町負担分をこれまでの９割

負担から全額負担にするもので、財源は国庫補助金です。

３０の不妊治療費交通費助成３３万７０００円は、不妊治療に係る交通費の一部を助成

するもので、財源は国庫補助金です。

３１のおたふくかぜワクチン接種料助成５４万８０００円は、新たに未就学児のワクチ

ン接種費用全額を助成するものです。

３２の水道メーター器設置工事４２９４万２０００円は、農業用水道区域における水道

メーター器の新設及び更新工事を実施するものです。

３３の水道メーター器購入２９８５万４０００円は、上記３２の工事に向け、水道メー

ター器を購入するものです。

３４のバイオマスプラント建設意向調査委託３４５万４０００円は、参加希望農家への

説明会、最終的な意向確認、事業性の評価などを実施するもので、財源は道の地域づくり

総合交付金です。

３５のじん芥処理委託８３９７万４０００円は、町内のじん芥収集・処理委託によるも

のです。

３６の可燃ごみ焼却委託５４５４万３０００円は、根室市じん芥焼却場での可燃ごみ処

理に係る根室市への委託料です。

３７の清掃車両購入２１７４万１０００円は、収集用４トンダンプを更新するもので、
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繰越明許費を設定、財源は過疎債です。

３８の根室市じん芥焼却場建設事業負担金５２８万２０００円は、根室市が建設を進め

るじん芥焼却場の事業者選定に係る町負担分です。

３９の発泡スチロール減容機購入６２０万２０００円は、リサイクルセンターの発泡ス

チロール減容機の更新で、財源は防衛交付金です。

４０のし尿処理委託２２５５万円は、町内のし尿収集・処理委託によるものです。

４１の合併処理浄化槽設置事業補助５６０万円は、昨年までと同様、国庫補助金を財源

に６基分を計上するものです。

５款農林水産業費、４２の中山間地域等直接支払交付金１億２７４３万２０００円は、

浜中別寒辺牛集落及び根室集落の２集落に交付、財源は道負担金とふるさと納税基金繰入

金です。

４３の後継者就業交付金６００万円は、継続８名、新規２名を計上するもので、財源は

ふるさと納税基金繰入金です。

４４の新規就農者誘致事業補助３８８３万９０００円は、リース賃借料の２分の１を７

件分、固定資産税相当分を５件分計上するもので、財源は過疎債です。

４５の農業経営技術研修受入事業助成５３０万円は、月額５万円掛ける延べ１０６か月

分を計上するもので、財源は過疎債です。

４６の浜中姉別地区道営農道整備事業負担金９００万円は、浜中姉別第２地区道営農道

整備で、町負担は事業費４０００万円の２２．５％、財源は辺地債です。

４７の道営草地整備事業負担金（浜中地区）１９３７万５０００円は、町内一円の起伏

修正で、町負担は７７５０万円の２５％、財源は受益者分担金です。

４８の町有林整備事業３４０２万９０００円は、人工造林事業などで、財源は国・道補

助金、森林環境譲与税、公有林債です。

４９の林業専用道測量設計委託６５２万８０００円は、次の５０の熊牛北区線の開設工

事に向けた測量設計によるものです。

５０の林業専用道開設工事３１８７万２０００円は、新たな熊牛北区線の開設工事で、

財源は道補助金です。

５１の林道補修工事４３４万円は、昨年度に引き続き、若山線及び奔幌戸線を実施する

もので、財源は道の地域づくり総合交付金です。

５２の豊かな森づくり推進事業補助６２４万円は、道補助金を財源に森林組合事業費に

対して補助するものです。

５３の有害鳥獣駆除委託１８７２万８０００円は、今年度のエゾシカ駆除頭数を３００

０頭の５００頭増とするほか、湯沸地区のエゾシカ捕獲を継続するもので、財源は道の地

域づくり総合交付金です。

５４の狩猟免許等取得助成７２万円は、２名分を計上するものです。

５５の水産資源環境整備事業負担金１１００万円は、道営の火散布沼アサリ礁盛土工事
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に対する町負担で、事業費１億１０００万円の負担割合１０％を計上し、財源は辺地債で

す。

５６の後継者就業交付金１５０万円は、月額５万円の延べ３０か月分を計上するもので、

財源はふるさと納税基金繰入金です。

５７の水産多面的機能発揮対策支援事業負担金１１０万４０００円は、２組織分で、事

業費７３６万円の負担割合１５％で計上し、財源はふるさと納税基金繰入金です。

５８の環境・生態系保全緊急対策事業負担金１９２９万６０００円は、赤潮対策や藻場

保全に対する負担で、３組織、事業費１億２８６４万円の負担割合１５％で計上し、財源

はふるさと納税基金繰入金です。

５９の産業振興奨励補助８３２万７０００円は、浜中町ウニ種苗センター運営費補助３

０００万円の１５％、管内水産種苗生産センター運営費補助１９００万８０００円の１０％、

マツカワ種苗購入事業補助１５１万８０００円の２分の１、幌戸ふ化場堰止板設置事業補

助３６万１０００円の２分の１、黒頭カレイふ化事業補助４７万５０００円の２分の１、

稚タコ育成礁設置事業補助１５０万円の２分の１、財源につきましては全てふるさと納税

基金繰入金であります。

６０の水産振興対策事業補助１３２０万円は、浜中漁協が実施するナマコ増殖事業に対

する補助で、財源は水産振興基金繰入金です。

６１の水産振興基金積立金８００万円は、漁協３００万円、町５００万円を積み立てる

もので、財源はふるさと納税基金繰入金及び寄附金です。

６２の漁港工事地元負担金１億５７３万９０００円は、琵琶瀬、奔幌戸、散布の各漁港

の整備工事に対する町負担で、財源は過疎債です。

６款商工費、６３の町商工会補助１７９０万円は、運営費に対する補助で、財源はふる

さと納税基金繰入金です。

６４の地域経済活性化促進奨励補助２００万円は、１件の見込み計上で、財源はふるさ

と納税基金繰入金です。

６５の商工振興対策事業補助５００万円は、商工会が実施するルパン三世Ｐａｙのキャ

ッシュレスシステムポイント還元に対する補助で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

６６の産業振興奨励補助２２０万円は、商工会青年部の浜中・沖縄県与那原町少年少女

体験相互交流事業などの３事業に対する補助で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

６７の創業支援事業補助７００万円は、新たに町内で起業、創業する者に対し、建物や

設備等の経費を一部補助するもので、財源はふるさと納税基金繰入金です。

６８の小規模事業継続支援補助３００万円も、新たに町内小規模事業者の事業用施設改

修や事業用備品購入に対して補助するもので、財源はふるさと納税基金繰入金です。

６９の後継者就業交付金６０万円は、１件分の見込み計上で、財源はふるさと納税基金

繰入金です。

７０の中小企業特別融資資金利子補給２００万円は、基金繰入金を財源に借入金の償還
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分に対する利子補給によるものです。

７１の中小企業特別融資預託金４０００万円は、財源は預託金元金です。

７２の特殊詐欺対策電話機等設置費補助５万円は、新たに特殊詐欺対応機能つき電話機

の購入に対して補助するもので、５件分を計上するものです。

７３の霧多布湿原センター管理運営負担金３３０１万円は、指定管理による運営負担金

で、通常分３１８２万３０００円、燃料高騰補塡分１１８万７０００円によるもので、財

源はふるさと納税基金繰入金です。

７４のルパン三世地域活性化プロジェクト事業補助８７５万１０００円は、地域活性化

プロジェクトへの運営事業補助で、財源は過疎債です。

７款土木費、７５の安心住まいる促進事業助成金５００万円は、町内での住宅の新築、

改修に対する一部助成によるものです。

７６の民間賃貸住宅等建設促進助成金１８００万円は、民間事業者がアパートや従業員

宿舎を建設する費用の一部を助成するもので、財源はふるさと納税基金繰入金です。

７７の町道維持補修工事１億２５４０万円は、以下、霧多布２条通局部改良工事から茶

内通学路通排水改修工事までの５事業、万世橋長寿命化補修工事６６００万円は、万世橋

長寿命化に向けた補修工事で、財源は国庫補助金及び辺地債です。

７８の茶内団地個別改善工事実施設計８６０万円は、社内団地Ｈ０３の個別改善工事実

施設計で、財源は国庫補助金及び公住債です。

７９の茶内団地個別改善工事１億９５００万円は、茶内団地Ｓ６３の個別改善工事で、

財源は国庫補助金及び公住債です。

８款消防費、８０の水槽付消防ポンプ自動車Ⅱ型購入９７５４万７０００円は、釧路東

部消防組合が茶内分遣所に配置する車両１台の更新で、財源は過疎債です。

８１の自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入７１３万２０００円は、ＡＥＤの更新１５台

と新規設置５台、トレーニングキット１台を購入するもので、財源は防衛交付金です。

８２の津波避難タワー整備工事実施設計２７５０万円は、津波避難タワー整備工事実施

設計４基分で、財源は国の都市防災総合推進事業補助及び公共事業等債です。

８３の丸山散布津波避難施設整備工事２億２０６１万６０００円は、継続事業の２か年

目によるもので、財源は国の都市防災総合推進事業補助及び公共事業等債です。

８４の津波避難タワー用地購入１３８７万１０００円は、津波避難タワー建設予定地２

か所の土地購入で、財源は国の都市防災総合推進事業補助及び公共事業等債です。

９款教育費、８５の学校用バス運行委託（小・中）６３５２万３０００円は、児童生徒

の通学及び行事用のバス運行委託によるものです。

８６の海外交流派遣負担金（高校）４３１万５０００円は、オーストラリアへの生徒派

遣事業負担金で、財源はふるさと納税基金繰入金です。

８７の国内視察研修負担金（高校）１８２万６０００円は、愛知県での国内産業視察、

沖縄県での国内環境視察研修の実施負担金で、財源はふるさと納税基金繰入金です。
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８８の地域みらい留学事業負担金１５７万５０００円は、道外からの生徒募集を行うに

当たり、合同説明会への出展費用及び説明会への参加旅費を計上するもので、財源はふる

さと納税基金繰入金です。

８９の学校用バス運行委託（高校）５５０万円は、通学及び冬期部活動下校等のバス運

行を委託するもので、財源はふるさと納税基金繰入金です。

９０の少年少女国内派遣事業負担金１８０万円は、小学５年生１２名、中学２年生４名

の参加分、財源はふるさと納税基金繰入金です。

９１の総合文化センター長寿命化改修工事５億３８７万３０００円は、継続事業の２か

年目で、財源は過疎債です。

９２の総合文化センター備品購入２７０万１０００円は、文化センター改修工事後の利

用再開に向け、図書室等の備品を購入するものです。

９３の総合体育館備品購入４４５万５０００円は、総合体育館のランニングマシン２台

の購入によるもので、財源は防衛交付金です。

９４の農業者トレーニングセンターアスベスト調査１３５万円は、今後の施設長寿命化

改修の検討に向けたアスベスト調査によるものです。

９５の給食調理業務委託５１７５万４０００円は、令和６年度から調理業務一式を民間

事業者に委託するものです。

次に、繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金など、全６会計分であります。

続いて、９７ページの企業会計につきましては説明を省略させていただきます。

９８ページの資料１９の令和６年度地方消費税交付金社会保障財源分に係る財源充当科

目予算一覧表につきましては、当交付金の充当内訳を記載しております。

９９ページから１０４ページの資料２０の令和６年度のふるさと納税基金繰入金に係る

財源充当科目予算一覧表につきましては、ふるさと納税基金を財源とする事業の内訳、１

０５ページから１１６ページの資料２１の負担金補助及び交付金調につきましては記載の

とおりで、いずれも説明は省略をさせていただきます。

続きまして、予算書の３８ページをお開きください。

歳出１款１項１目議会費５５０８万円は、２４０万９０００円の増です。

議会議員に要する経費４８７１万８０００円は２３３万３０００円の増、議会だよりに

要する経費１４１万４０００円は２４万２０００円の増、１０節需用費、印刷製本費１３

６万４０００円は印刷単価の高騰に伴い２４万２０００円の増です。

議会運営に要する経費４９４万８０００円は１６万６０００円の減、８節旅費、普通旅

費１１７万７０００円は４５万３０００円の増、４１ページの１２節委託料議事録作成委

託料１８０万４０００円は２２万円の増で議事録作成標準作成委託実施によるものです。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費１４億８２５３万３０００円は１億９２２８

万３０００円の増です。

行政関連審議会委員に要する経費３３万９０００円は報酬額の見直しにより３万９００
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０円の増です。

４３ページの庁舎管理に要する経費４３３６万８０００円は１９４万２０００円の減、

１０節需用費、修繕料１５９万８０００円は、庁舎さび止め、空調機Ｖベルト交換などに

より１２９万８０００円の増、１２節委託料、施設管理清掃委託料１７５５万６０００円

は３１万９０００円の増、１７節備品購入費、庁用備品購入６６万１０００円は正面玄関、

保健集会室等のカビ対策用除湿機や書庫購入により２３万３０００の増です。

その他一般行政に要する経費５３８５万７０００円は３１４万５０００円の減、４５ペ

ージの１０節需用費、印刷製本費１３０万円は７０万９０００円の増で封筒作成の単価ア

ップ及び町独自のオリジナル手提げ袋の作成、１８節負担金、補助及び交付金、４７ペー

ジの浜中町防犯協会負担金５４万８０００円は、厚岸町地区防犯ふれあいコンサートの本

町開催に伴い１０万円の増、街灯維持補助５８０万円は１２０万円の減で、実績による見

込み計上です。

電算システムに要する経費８１９４万５０００円は２６０万１０００円の減、４９ペー

ジの１２節委託料、システム保守委託料３３１万円は新個人情報ウェブシステム運用費及

び更新費の追加などにより４５万８０００円の増、１３節使用料及び賃借料、事務用機器

借上料１０９３万３０００円は印刷機を廃止し、Ａ３複合機への変更などにより２７万７

０００円の増、１７節備品購入費、事務用機器購入７２万８０００円は、ＮＡＳバックア

ップ用ハードディスクの更新などにより８万９０００円の増、事務用機器購入年賦金２８

３万５０００円は１７６万２０００円の減で、令和元年度購入分の終了などによるもの、

１８節負担金、補助及び交付金、地方公共団体情報システム機構負担金４７１万５０００

円は２６１万９０００円の増で、中間サーバー、プラットフォーム運用の次期システムへ

の移行によるものです。

契約事務に要する経費８万６０００円は１０００円の増です。

財政事務に要する経費４０万１０００円は８万２０００円の増です。

５１ページの出納事務に要する経費２４２万２０００円は２５万５０００円の減、１１

節役務費、手数料７５万８０００円は指定金融機関への振込手数料などで１５万円の減、

１３節使用料及び賃借料、システム使用料３９万６０００円は６万６０００円の増で、指

定金融機関への口座振替等のデータシステム利用によるものです。

ふるさと納税に要する経費は、事業費調の１のとおりで、１３億１１万３０００円は２

億１０万４０００円の増、７節報償費、ふるさと納税返礼品３億９０００万円は納税額１

３億円の３０％で計上し、９０００万円の増、８節旅費、普通旅費１６６万９０００円は

２８万７０００円の増で、ＰＲイベント参加及び道外の事業者との打合せによるもの、１

０節需用費、印刷製本費３０万３０００円は前年度同額でふるさと納税掲載サイトへの新

規返礼品の写真代、１１節役務費、通信運搬費９９６０万円は２８８０万円の増で、返礼

品送料１２００円の８万３０００件を計上、手数料１８２２万円は５１６万７０００円の

減で、主にＧＭＯクレジット決済、ふるさとチョイス手数料を委託料と統合したことによ
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るもの、５３ページの１２節委託料、ふるさと納税支援業務委託料２億１８３０万円は３

１８８万２０００円の増、ふるさと納税パンフレット作成委託料６９０万８０００円は、

新たに細々節を設定し、委託によりパンフレット１０００部を作成、１８節負担金、補助

及び交付金、ふるさと納税返礼品イベント負担金１５４万円は５５万円の減で、昨年度ま

での実績ベースで計上、２４節積立金、ふるさと納税基金積立金５億６２１２万５０００

円は７８３４万８０００円の増で財源調整、企業版ふるさと納税基金積立金１０万円は皆

増で１件分を見込み計上、２目広報費４９０万４０００円は１２万１０００円の増です。

広報に要する経費３９０万５０００円は印刷製本の単価アップにより１２万１０００円

の増です。

ホームページに要する経費９９万９０００円は前年度同額、３目財産管理費２億１９７

２万８０００円は３０８８万９０００円の増です。

公の集会施設等管理に要する経費５５７１万２０００円は１６９９万５０００円の増、

１０節需用費、修繕料３９１万９０００円は１７２万８０００の増で、貰人会館の外灯取

替え及び貰人会館、琵琶瀬住民センター、渡散布地区住民センターの壁、換気扇の取替え

など、５５ページの１２節委託料、公の集会施設建替工事実施設計委託料８８０万円は皆

増で事業費調の２、１４節工事請負費、建物解体工事１０００万円も皆増で事業費調の３、

公の集会施設改修工事１４７０万円は４３０万円の減で事業費調の４と５のとおり、１７

節備品購入費、施設用備品購入７９万２０００円は１７万３０００円の増で、姉別農村環

境改善センターのストーブ３台の更新などです。

町有施設管理に要する経費２８５４万５０００円は１２７０万８０００円の減、１７節

備品購入費、５７ページの施設用備品購入５１万円は、町有施設消化器３１本の更新です。

その他町有財産管理に要する経費３５９万１０００円は１４３４万７０００円の減、１

２節委託料、支障木伐採委託料１３１万１０００円は１１１万１０００円の増で、浜中神

社前町有地支障木の伐採など、１３節使用料及び賃借料、土地借上料１１８万４０００円

は、医師住宅敷地借り上げなどの追加で４万６０００円の増です。

基金積立金１億１６３５万８０００円は４０３１万７０００円の増、２４節積立金、特

定防衛施設周辺整備調整交付金基金積立金１億１６３２万円は診療所運営分とじん芥処理

費充当対応分です。

公用車管理に要する経費１５５２万２０００円は６３万２０００円の増、５９ページの

１３節使用料及び賃借料、自動車借上料１１０万４０００円は皆増で、事業費調の６のと

おり、１４節工事請負費、ＥＶ充電設備設置工事２９万６０００円も同じく皆増で、事業

費調の７のとおり、４目振興費１億９４５万４０００円は２２９万１０００円の減です。

町功労者表彰等に要する経費１３４万１０００円は９万５０００円の減です。

６１ページの地域振興に要する経費１７４１万５０００円は６２２万６０００円の増、

１節報酬、総合戦略推進報酬５１万３０００円及び８節旅費、費用弁償３万２０００円は

皆増で、総合戦略人口ビジョン改定に関わるもの、普通旅費１６３万３０００は５８万円
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の増で、移住イベント参加料費の増額によるもの、１２節委託料、移住パンフレット作成

委託料１２１万円は皆増で、事業者への委託によりパンフレットを作成するもの、人口ビ

ジョン・総合戦略改定委託料３６６万３０００円は皆増で、事業費調の８のとおり、６３

ページの１７節備品購入費、事業用備品購入３４万円は皆増で、移住フェア等へ参加した

際のブースで使用する備品を購入、１８節負担金、補助及び交付金、北前船寄港地フォー

ラム負担金１０万円は皆増で、６月の釧路市開催に対するもの、地域振興事業補助８０万

円は１６万８０００円の減で、榊町地区防犯灯改修事業と一般補助分５０万円を計上です。

人づくり事業に要する経費７６万４０００円は２万８０００円の増、１８節負担金、補

助及び交付金、６５ページの人づくり事業推進補助５０万円は前年度同額を計上しており

ます。

地域おこし協力隊に要する経費６４４万円は２１５万３０００円の減、１節報酬、会計

年度任用職員報酬２５４万２０００円は１名分で２３５万円の減、１８節負担金、補助及

び交付金、地域おこし協力隊起業等支援補助１００万円は皆増で、現在の協力隊員１名が

町内で起業あるいは事業継承等を行う場合の支援分を計上しております。

地域公共交通に要する経費７２０４万８０００円は５８８万７０００円の減、６７ペー

ジの１２節委託料、町営バス運行委託料４９１３万２０００円は２３２万９０００円の増

で、事業費調の９のとおり、地域公共交通計画策定委託料４６０万９０００円は３５４万

２０００円の増で、前年度に引き続き、現行計画の見直し、及び、新しい計画の策定を行

うに当たり、その調査等を委託、１７節備品購入費、事業用備品購入５６万１０００円は

９万円の減で、バス停標識の購入一式、１８節負担金、補助及び交付金、地方バス路線維

持対策補助１２９１万６０００円は７５万９０００円の増で、事業費調の１０のとおりで

す。

テレビ放送中継局管理に要する経費１０８万４０００円は４３万７０００円の減です。

空き家等対策に要する経費１０３６万２０００円は２万７０００円の増、６９ページの

１８節負担金、補助及び交付金、不良空家等除却補助１０００万円は前年度同額で、１件

１００万円の１０件分を計上、５目支所及び出張所費５３３万４０００円は５万７０００

円の増です。

浜中支所管理に要する経費７３万２０００円は２万６０００円の増です。

茶内支所管理に要する経費４６０万２０００円は３万１０００円の増です。

７０ページの６目職員研修厚生費３７６８万１０００円は２８万９０００円の減、職員

厚生に要する経費３３９６万８０００円は３４万６０００円の減、８節旅費、７３ページ

の赴任旅費２０４万９０００円は５６万２０００円の増で１２名分を見込み計上、１２節

委託料、人事評価制度運用支援業務委託料３５万２０００円は２４５万３０００円の減で

職員の人事評価研修分です。

職員研修に要する経費２３８万３０００円は６万６０００円の増です。

職員住宅管理に要する経費１３３万円は９０００円の減、７５ページの１７節備品購入
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費、施設用備品購入７７万９０００円は１万４０００円の増で、職員住宅の灯油タンク２

台と物置２棟を購入するものです。

７目交通安全対策費２６４万５０００円は交通安全対策に要する経費で９万５０００円

の減です。

８目ふれあい交流・保養センター費４６０３万８０００円は、ふれあい交流・保養セン

ター管理運営に要する経費で５１万４０００円の減、１０節需用費、修繕料８８万５００

０円は皆増で、ドライサウナ室の内装張り替えと浴室上がりシャワー２か所の修理分、１

２節委託料、システム改修委託料９５万７０００円は皆増で、温浴レストラン用券売機及

び売店用釣銭機などの新紙幣対応によるもの、１７節備品購入費、施設用備品購入４万１

０００円は光電式スポット型感知器の購入、１８節負担金、補助及び交付金、７７ページ

のふれあい交流・保養センター管理運営負担金４２９０万円は前年度同額で、事業費調の

１１のとおり、ふれあい交流・保養センター無料優待券負担金１２０万円は４５万円の増

で、５００円の２４００人分を計上しております。

２項徴税費１目税務総務費３万円は、固定資産評価審査委員会委員に要する経費で３０

００円の増、２目賦課徴収費１３００万３０００円は２４３万２０００円の減です。

賦課事務に要する経費６４２万２０００円は２２１万円の減、１２節委託料、固定資産

評価支援システム更新委託料３３万円は皆増で、固定資産税地図データ更新業務、１３節

使用料及び賃借料、７９ページのシステム使用料１０５万６０００円は固定資産評価支援

システム借上料で前年度同額です。

徴収事務に要する経費６５８万１０００円は２２万２０００円の減となります。

３項１目戸籍住民基本台帳費１０７１万９０００円は２６６万２０００円の増です。

戸籍住民登録事務に要する経費１０６２万８０００円は２９７万３０００円の増、８１

ページの１２節委託料、システム改修委託料３３１万１０００円は皆増で、戸籍情報シス

テムと戸籍及び戸籍附票システムの標準化、共通化に伴うものです。

旅券発行事務に要する経費９万１０００円は３１万１０００円の減となります。

４項選挙費１目選挙管理委員会費７４万２０００円は選挙管理委員会に要する経費で４

万２０００円の増となります。

８２ページの５項統計調査費１目基幹統計費７９万９０００円は、基幹統計調査に要す

る経費で１７０万９０００円の減、１節報酬、統計調査員報酬５２万８０００円は１１６

万２０００円の減で２０２５農林業センサス調査分となります。

６項１目監査委員費３３６万３０００円は、監査委員に要する経費で４４万４０００円

の増となります。

８４ページの３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費１億２９３１万４０００円

は２２８１万５０００円の増です。

民生委員に要する経費２４３万８０００円は６０００円の増です。

その他社会福祉に要する経費７０７５万８０００円は２２０４万４０００円の増、８７
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ページの１４節工事請負費、施設改修工事１９３０万円は皆増で、事業費調の１２のとお

り、１７節備品購入費、車両購入年賦金７０万９０００円は、令和元年度に社会福祉協議

会に貸与した車両の年賦完了により６７万８０００円の減、１８節負担金、補助及び交付

金、浜中町社会福祉協議会補助４２５６万４０００円は３７０万４０００円の増で、事業

費調の１３のとおり、１９節扶助費、福祉灯油購入助成２５５万９０００円は１７万２０

００円の増で、１００リットル分の２１５世帯分を計上、難聴者補聴器購入費等助成２９

万１０００円は皆増で、事業費調の１４のとおり、２０節貸付金、福祉職修学資金貸付金

１９２万円は前年度同額で、事業費調の１５のとおりです。

８９ページの老人福祉母子健康センター管理に要する経費１０７万１０００円は社会福

祉協議会の事務所移転などに伴い２０２万６０００円の減、基金積立金１万１０００円は

前年度同額で、科目設定です。

国民年金事務に要する経費１万円も前年度同額です。

国民健康保険特別会計繰出金５５０２万６０００円は２７９万１０００円の増で、法定

繰り出し分を計上です。

２目障がい者福祉費２億５８７８万９０００円は１２４２万９０００円の減、重度心身

障がい者医療に要する経費６４２万６０００円は１２３万円の減、９１ページ、１９節扶

助費、重度心身障がい者ほか医療費扶助費６２４万円は、対象者の減などに伴い、１２０

万円の減です。

障がい者福祉給付に要する経費１億８２３４万４０００円は３７７万５０００円の増、

１９節扶助費、補装具給付費１２４万８０００円から障がい福祉サービス費１億６３００

万８０００円は実績による見込み計上です。

子ども発達支援事業に要する経費３９７６万６０００円は６万３０００円の増、１８節

負担金、補助及び交付金、９３ページの児童発達支援サービス等運営費補助１５０万円は

５０万円の減で、事業費調の１６のとおり、１９節扶助費、障がい児給付費３８０１万９

０００円は５５万９０００円の増で、実績による見込み計上です。

地域生活支援事業に要する経費２５８０万７０００円は２０８万９０００円の減、１２

節委託料、地域活動支援センター運営事業委託料１５５７万５０００円は前年度同額で、

事業費調の１７のとおり、移動支援事業委託料２２４万４０００円は８万２０００円の増

で社会福祉協議会への委託、１９節扶助費、日常生活用具給付費１９７万２０００円は住

宅改修費などで９万円の減です。

その他障がい者福祉に要する経費４４４万６０００円は５３９万８０００円の減、９５

ページの１３節使用料及び賃借料、システム使用料５５万８０００円はマイクロソフトラ

イセンス使用料と障がい福祉業務総合支援ソフト貸借料、１９節扶助費、特定疾患患者等

通院交通費助成１８９万円は６３万円の減で、通院回数減による実績見込み計上です。

３目高齢者福祉費２億７２６６万２０００円は４５万７０００円の増です。

在宅福祉に要する経費２７１９万２０００円は１４０万８０００円の増、１２節委託料、
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高齢者在宅生活支援事業委託料１７１４万５０００円は社会福祉協議会への事業委託や高

齢者事業団への除雪サービス委託で２８万８０００円の増、緊急通報システム業務委託料

１３０万９０００円は通報システムの業務委託と通報装置レンタル料などで１万８０００

円の減、９７ページの１９節扶助費、敬老祝金９１万円は２９人分で３１万円の減、認知

症高齢者介護手当３６万円は３名分で２４万円の減、高齢者バス等利用料支給５０７万７

０００円は事業費調の１８のとおりで２７３万７０００円の増、寝たきり高齢者等紙おむ

つ購入助成１７４万円は在宅者の減少などに伴う実績見込みにより８４万円の減です。

高齢者生きがい対策に要する経費５２９万５０００円は１２万１０００円の減です。

老人福祉施設措置に要する経費１７０４万円は介護認定者ほかの実績見込み計上で３１

２万円の減です。

浜中福祉会に要する経費６０７０万７０００円は３８４万６０００円の増、１８節負担

金、補助及び交付金、浜中福祉会補助３７７４万５０００円は１０４万１０００円の減で、

事業費調の１９のとおり、デイサービス事業補助１９２０万３０００円は４７３万７００

０円の増で事業費調の２０のとおり、居宅介護支援事業補助３７５万９０００円は１５万

円の増で事業費調の２１のとおりです。

その他高齢者福祉に要する経費２４万７０００円は２万１０００円の減です。

９９ページの後期高齢者医療特別会計繰出金２５０６万円は１２１万５０００円の増で

す。

後期高齢者医療に要する経費６１９５万５０００円は３０万７０００円の増です。

介護保険特別対策に要する経費４２万１０００円は９万６０００円の増です。

介護保険特別会計繰出金７４７４万５０００円は２５３万９０００円の減で、財源調整

です。

４目ケアプラン事業費７２万３０００円は、ケアプラン事業に要する経費で、７０００

円の増、１０１ページの１２節委託料、介護予防支援業務委託料４８万９０００円は対象

者の減により５万２０００円の減です。

５目ひとり親家庭等対策費２５４万３０００円は、ひとり親家庭等医療に要する経費で、

１５万５０００円の減、１９節扶助費、ひとり親家庭等医療費扶助費２４６万円は１２万

円の減で実績見込みです。

６目子ども対策費２０５５万５０００円は、子ども医療に要する経費で、３９９万２０

００円の減、１９節扶助費、子ども医療費扶助費１９２４万８０００円は事業費調の２２

のとおりで、対象者減による実績見込み計上で３８２万８０００円の減、未熟児養育医療

費扶助費５２万２０００円は前年度同額で１件分を見込み計上するものです。

２項児童福祉費１目児童福祉総務費１億５７０８万５０００円は２４３９万３０００円

の増です。

放課後児童クラブに要する経費１３４５万９０００円は６７７万９０００円の増、１０

３ページの１１節役務費、手数料１万２０００円から車検諸費６万９０００円までは、今
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年度に社会福祉協議会へ無償貸与する移送車両１台に関わるもの、１２節委託料、業務補

助委託料７４万３０００円は４１万３０００円の増で、児童クラブへの移送費用として１

回１６５０円の４５０回分を計上、１７節備品購入費、施設用備品購入５３万２０００円

は皆増で、家庭用エアコンの購入、車両購入４４５万円も皆増で、社会福祉協議会へ無償

貸与する児童輸送用車両ハイエース１台を購入、２６節公課費、自動車重量税６万２００

０円の増も皆増で、ただいま説明しました車両の購入に伴うものです。

子育て支援センターに要する経費３２万８０００円は、会計年度任用職員報酬の皆減な

どにより９１万４０００円の減、１０５ページの１７節備品購入費、施設用備品購入４万

３０００円は皆増で、ベッド型身長計の購入です。

常設保育所に要する経費６８１１万円は、主に会計年度任用職員の人件費の増で６２７

万７０００円の増、１０７ページの１２節委託料、施設管理清掃委託料３４４万６０００

円は７万３０００の増で、茶内保育所の清掃に関わるもの、建物附属設備保守管理委託料

１８２万１０００円は、隔年実施の霧多布保育所高圧ケーブル絶縁診断により６万２００

０円の増、１７節備品購入費、施設用備品購入４１万２０００円は２９万８０００円の増

で、茶内保育所の散歩車や霧多布保育所のベンチ、加湿器などの購入です。

１０９ページのへき地保育所に要する経費１８５５万５０００円は、主に会計年度任用

職員の人件費の増などにより６６９万円の増、１０節需用費、修繕料６２万５０００円は

５３万５０００円の増で、散布保育所ドアハンドル１８か所の修理と姉別保育所屋外水道

管の修理によるもの、１１節役務費、手数料１３万円は６万７０００円の増で、３台のピ

アノ調律によるもの、１１１ページの１７節備品購入費、施設用備品購入１４万９０００

円は７９万７０００円の減で、散布保育所の電子ピアノ１台の購入とバキュームクリーナ

ーの購入です。

保育所給食に要する経費４１５６万９０００円は、主に会計年度任用職員の人件費の増

などにより３２４万６０００円の増、１０節需用費、修繕料８万円は皆増で茶内保育所の

蛇口の補修、１１節役務費、１１３ページのクリーニング代４万１０００円は皆増で、調

理員の被服分として新規に計上、１２節委託料、配送車運行委託料１０９９万６０００円

は３９万２０００円の増です。

その他保育に要する経費４０９万円は１１９万６０００円の減、１８節負担金、補助及

び交付金、施設型給付費１３１万２０００円は６４万４０００円の減で１名分、保育所等

給食費助成金１７８万２０００円及び１９節扶助費、保育料補助費９９万６０００円は見

込み計上です。

子ども家庭総合支援拠点に要する経費３１０万５０００円は、その他児童福祉に要する

経費からの移行で、１節報酬、会計年度任用職員報酬２００万７０００円から３節職員手

当等、会計年度任用職員勤勉手当３４万円までは１名分を計上、７節報償費、講師謝金６

万円は実務者研修と子育て講演会の２回分を計上、１１５ページ、８節旅費、費用弁償５

万６０００円は講師１名分です。
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その他児童福祉に要する経費３８６万９０００円は１１８万５０００円の減、１２節委

託料、子ども・子育て支援事業計画策定委託料２８７万１０００円は８０万３０００円の

増で、令和７年度から１１年度計画策定の２か年目、ファミリーサポートセンター業務委

託料５万円は前年度同額で送迎業務を社会福祉協議会へ委託、子育て世帯訪問支援事業委

託料３７万５０００円は皆増で、事業費調の２３のとおり、子どもショートステイ事業委

託料６万５０００円も皆増で、事業費調の２４のとおりです。

１１７ページの出産・子育て応援給付金に要する経費、１８節負担金、補助及び交付金、

出産・子育て応援給付金４００万円は２００万円の増で、出産分として５万円の４０人分、

子育て分として５万円の４０人分を計上しております。

２目児童手当費６１７１万７０００円は、児童手当に要する経費で、２７万１０００円

の増、１８節負担金、補助及び交付金、北海道自治体情報システム協議会負担金３４万１

０００円は皆増で、児童手当の制度改正に伴うものとなります。

３項１目災害救助費５１万円は、災害救助に要する経費で、前年度同額となります。

４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費２億５９６５万５０００円は１７３５万

８０００円の増です。

広域救急医療対策に要する経費２３３４万７０００円は１２万５０００円の増、１２節

委託料、電話健康医療相談委託料１６４万１０００円は７０００円の増、１８節負担金、

補助及び交付金、１１９ページの厚岸郡広域救急医療体制負担金１９９２万９０００円は

１０００円の減で、事業費調の２５のとおりです。

その他保健衛生に要する経費２０１万５０００円は１０００円の増、２０節貸付金、看

護師等修学資金貸付金９６万円は前年度同額で、事業費調の２６のとおりです。

浜中診療所特別会計繰出金１億９３３５万円は２９８１万６０００円の増です。

水道事業会計繰出金４０９４万３０００円は１２５８万４０００円の減です。

２目健康促進特別対策費２８８７万８０００円は１０２万４０００円の減です。

成人保健に要する経費８７４万２０００円は３８４万７０００円の減、１２１ページの

１２節委託料、検診等委託料７８２万６０００円は検診人数の減などにより３６万５００

０円の減です。

母子保健に要する経費２０１３万６０００円は２８２万３０００円の増、１節報酬、医

師報酬３０万円は皆増で乳児健診５万円の６回分を計上、１２３ページの１２節委託料、

検診等委託料１２０３万８０００円は２６９万円の増で、事業費調の２７のほか、産前産

後サポートやケア事業委託など、１９節扶助費、検診等助成３４５万５０００は１０万９

０００円の減で事業費調の２８から３０のとおりです。

３目予防費２１７３万８０００円は２８万円の減です。

狂犬病予防に要する経費５７万２０００円は１７万５０００円の増、１７節備品購入費、

事業用備品購入１８万８０００円はアニマルフェンスとアニマルトラップ４台の購入によ

り１３万５０００円の増です。
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感染症対策に要する経費２１１６万６０００円は４５万５０００円の減、１２５ページ

の１９節扶助費、予防接種料助成１１３万２０００円は５０万９０００円の増で事業費調

の３１のほか、インフルエンザや肺炎球菌ワクチンの接種などです。

４目環境衛生費５６７万８０００円は９４万７０００円の増です。

斎場管理に要する経費３６８万３０００円は１８万７０００円の増、１０節需用費、修

繕料１７７万２０００円は１４万３０００円の増で、点検による修繕として２号炉霊台車

耐火物張り替え、差圧指示計の交換など、１７節備品購入費、施設用備品購入１０万３０

００円３万８０００円の減で、座椅子１０脚の購入などです。

墓地管理に要する経費１２８万３０００円は３９万３０００円の増、１２７ページの１

５節原材料費、補修用原材料９２万１０００円は３６万５０００円の増で、砕石の単価ア

ップなどによるものです。

その他環境衛生に要する経費７１万２０００円は３６万７０００円の増、１７節備品購

入費、事業用備品購入３１万２０００円は皆増で、蜂防護服２着の購入などです。

５目診療所費９０１万５０００円は１３０万１０００円の増です。

歯科診療所管理に要する経費７５１万４０００円は、主に会計年度任用職員の人件費な

どにより１３０万１０００円の増、１２９ページの１７節備品購入費、施設用備品購入２

８万４０００円は、茶内歯科診療所の灯油タンク３基の購入です。

基金積立金１５０万１０００円は前年度同額です。

６目地域水道費２億７９万３０００円は１億５５２万６０００円の増です。

地域水道管理に要する経費８３０９万１０００円は７１２３万７０００円の増、１０節

需用費、１３１ページの修繕料１１４万４０００円は３４０万２０００円の減で、２号Ｆ

Ｐ及び１号・２号幹線の無停電電源装置の修理など、１２節委託料、配水池等洗浄委託料

１８７万円は皆増で、１号配水池の洗浄、１４節工事請負費、水道メーター器設置工事４

２９４万２０００円は皆増で、事業費調の３２のとおり、１７節備品購入費、施設用備品

購入２９８８万７０００円は２９８５万４０００円の増で、事業費調の３３のとおりです。

かんがい排水事業用水施設管理に要する経費１億１７７０万２０００円は３４２８万９

０００円の増、１０節需用費、１３３ページの燃料費２４３万６０００円は１９９万２０

００円の増で西円朱別浄水場及び車両の燃料費を水道事業から移行したもの、修繕料１１

５５万８０００円は６６２万２０００円の増で、西円朱別浄水場の送水ポンプ及び電解分

解修理や取水三方弁取替え修理など、薬品費２６４５万６０００円は２４２６万７０００

円の増で、活性炭やノースパック、次亜塩素ソーダ塊を水道事業から移行したもの、１１

節役務費、通信運搬費１７５万４０００円は７９万円の増で、材料等の運搬費と遠隔監視

用端末通信料を水道事業から移行したもの、環境検査手数料１８２万円は９１万円の増で、

手数料単価アップのほか、水質検査委託料を水道事業から移行したもの、１２節委託料、

建物附属設備保守管理委託料６４６万１０００円は４４６万円の増で、水道施設の草刈り・

除雪業務等を水道事業から移行したもの、施設管理管理委託料２２５０万６０００円は委
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託料再算定により３０３万６０００円の増、２６節公課費、循環資源利用促進税２７万５

０００円も水道事業からの移行によるものです。

７目環境政策費４４７万５０００円は、環境政策に要する経費で、４６９万８０００円

の減、１節報酬、環境審議会委員報酬２５万８０００円は皆増で、委員１０名の３回分、

景観審議会委員報酬１７万２０００円も皆増で、委員１０名の２回分を計上、８節旅費、

費用弁償８万７０００円は１７万４０００円の減で、環境審議会、景観審議会の委員分、

１３５ページの１２節委託料、バイオマスプラント建設意向調査委託料３４５万４０００

円は８万８０００円の増で、事業費調の３４のとおりです。

２項清掃費１目清掃総務費１５５５万５０００円は２４２万６０００円の減です。

ごみ減量化対策に要する経費４０４万１０００円は２万４０００円の減、１８節負担金、

補助及び交付金、資源物リサイクル活動奨励交付金２４７万２０００円は２万８０００円

の減で、実績による見込み計上です。

その他清掃に要する経費１１５１万４０００円は２４０万２０００円の減、１３７ペー

ジの１０節需用費、印刷製本費６０１万７０００円は収入証紙つきごみ袋の印刷代で、単

価アップなどに伴い、１１０万９０００円の増、修繕料２１万７０００円は皆増で、公用

車ダブルキャブの車検代など、１１節役務費、手数料７１万７０００円は収入証紙つきご

み袋の売りさばき手数料で、実績見込み計上、自動車保険料１万７０００円及び車検諸費

１万９０００円及び２６節公課費、自動車重量税１万７０００円は、公用車車検に伴い、

皆増です。

２目じん芥処理費１億９１１３万９０００円は３２１万４０００円の減です。

じん芥処理に要する経費１億７１５４万２０００円は１０１０万７０００円の減、１０

節需用費、修繕料３３７万７０００円は２３万３０００円の減で、収集車の車検代など、

１１節役務費、手数料１３８万６０００円は産廃処理手数料の単価アップなどにより１１

万３０００円の増、１３９ページの１２節委託料、じん芥処理委託料８３９７万４０００

円は２８７万１０００円の増で、事業費調の３５のとおり、可燃ごみ焼却委託料５４５４

万３０００円は事業費調の３６のとおりで、根室市への委託により処理単価見直しを行い

４３３万８０００円の減、１７節備品購入費、清掃車両購入２１７４万１０００円は事業

費調の３７のとおり、１８節負担金、補助及び交付金、根室市じん芥焼却場建設事業負担

金５２８万２０００円は６５万５０００円の減で、事業費調の３８のとおりです。

最終処分場管理に要する経費１１８９万４０００円は９１万５０００円の増、１４１ペ

ージの１２節委託料、建物附属設備保守管理委託料１４万３０００円は皆増で、隔年実施

するトラックスケール台の検査及び点検によるものです。

リサイクルセンター管理に要する経費７７０万３０００円は５９７万８０００円の増、

１７節備品購入費、施設用備品購入費６２０万２０００円は皆増で、事業費調の３９のと

おりです。

３目し尿処理費６２６４万４０００円は７７６１万８０００円の減です。
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し尿処理に要する経費２９３８万６０００円は２０万４０００円の増、１０節需用費、

１４３ページの修繕料６３万８０００円は６７万５０００円の減でバキュームダンパー車

の車検整備、架台部点検整備など、１２節委託料、し尿処理委託料２２５５万円は６０万

５０００円の増で、事業費調の４０のとおり、１８節負担金、補助及び交付金、合併処理

浄化槽設置事業補助５６０万円は前年度同額で、事業費調の４１のとおりです。

衛生センター管理に要する経費３３２５万８０００円は７７８２万２０００円の減、１

０節需用費、修繕料３５４万円は２５８万円の減で、破砕機の点検整備補修など、薬品費

１２７万８０００円は、単価アップなどに伴い、２２万９０００円の増、１２節委託料、

施設運転管理委託料１７７９万円は１２８万７０００円の増、１４５ページの１７節備品

購入費、施設用備品購入２７万９０００円は皆増で、衛生センター地下の結露防止に向け、

業務用除湿乾燥機を購入するものです。

５款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費１５１１万円は２３１万６０００円の増

です。

農業委員会委員に要する経費９３１万１０００円は委員報酬見直しなどにより１２８万

７０００円の増です。

農業者年金事務に要する経費１８万円は１万９０００円の増です。

農業委員会事務局に要する経費５６１万９０００円は１０１万円の増、１４７ページの

１７節備品購入費、１４９ページの車両購入年賦金２万８０００円は皆増で、公用車の購

入によるもの、１８節負担金、補助及び交付金、釧路地方農業委員会連合会負担金８万５

０００円は皆増です。

２目農業総務費４６８万５０００円は、農業行政に要する経費で、６万３０００円の増

です。

１５０ページの３目農業振興費２億２２４３万２０００円は１９０１万円の減です。

農業振興に要する経費２５４万８０００円は１８万７０００円の減です。

中山間地域等直接支払事業に要する経費１億２７７６万６０００円は１７３８万３００

０円の減、１８節負担金、補助及び交付金、１５３ページの中山間地域等直接支払交付金

１億２７４３万２０００円は１７３１万円の減で、事業費調の４２のとおりです。

農業後継者対策に要する経費７２０万円は４２０万円の増、１８節負担金、補助及び交

付金、後継者就業交付金６００万円は４２０万円の増で、事業費調の４３のとおりです。

新規就農者誘致育成に要する経費５１７３万５０００円は１０２万４０００円の増、１

８節負担金、補助及び交付金、新規就農者誘致事業補助３８８３万９０００円は４８１万

９０００円の増で、事業費調の４４のとおり、農業経営技術研修受入事業助成５３０万円

は３８０万円の減で、事業費調の４５のとおり、農業次世代人材投資事業補助１５０万円

は前年度同額で、１件分を見込み計上しております。

農業制度資金利子補給に要する経費、１８節負担金、補助及び交付金、農業経営基盤強

化資金利子補給２７８万１０００円は７４万６０００円の減です。
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基金積立金２０万１０００円は前年度同額です。

下水道事業会計繰出金３０２０万１０００円は５９１万８０００円の減です。

１５４ページの４目畜産業費９５１万４０００円は３０１万３０００円の増です。

産業振興資金貸付に要する経費９１３万円は３０１万２０００円の増、２０節貸付金、

産業振興資金貸付金９００万円は、１５頭分を計上し、３００万円の増です。

家畜防疫対策に要する経費３８万４０００円は１０００円の増です。

５目農地費３９９１万９０００円は３８１９万円の減です。

農業基盤整備に要する経費２８６８万６０００円は３８１１万４０００円の減、１８節

負担金、補助及び交付金、１５７ページの浜中姉別地区道営農道整備事業負担金９００万

円は１５０３万円の減で、事業費調の４６のとおり、道営草地整備事業負担金（浜中地区）

１９３７万５０００円は２３１２万５０００円の減で、事業費調の４７のとおりです。

国営土地改良施設管理に要する経費１１２３万３０００円は７０００円の増、１８節負

担金、補助及び交付金、多面的機能支払交付金１１１０万２０００円は前年度同額です。

２項林業費１目林業総務費８１４７万１０００円は４７７万９０００円の増です。

町有林管理に要する経費１６４万５０００円は３４万８０００円の減、１２節委託料、

町有林管理委託料５０万８０００円は、単価アップなどに伴い、４万３０００円の増です。

町有林整備事業に要する経費３４０２万９０００円は４４０万３０００円の減で事業費

調の４８のとおりです。

１５９ページの林道に要する経費４５７９万７０００円は９５３万円の増、１２節委託

料、林業専用道測量設計委託料６５２万８０００円は１５５万５０００円の減で、事業費

調の４９のとおり、１４節工事請負費、林業専用道開設工事３１８７万２０００円は７５

９万４０００円の増で、事業費調の５０のとおり、林道補修工事４３４万円は２６万２０

００円の増で、事業費調の５１のとおりです。

２目林業振興費３４３７万円は６８０２万８０００円の増です。

林業振興に要する経費７１２万５０００円は７０万３０００円の増、１６１ページの１

２節委託料、誕生祝品製作委託料３７万２０００円は５５万８０００円の減で、積み木２

０個を制作、１８節負担金、補助及び交付金、豊かな森づくり推進事業補助６２４万円は

１３０万円の増で、事業費調の５２のとおりです。

植樹祭に要する経費１８８万３０００円は９万２０００円の増、１４節工事請負費、防

風柵造成工事１１３万１０００円は６万４０００円の増です。

有害鳥獣被害対策に要する経費２１９９万３０００円は６０７万１０００円の増、１節

報酬、ヒグマ駆除等従事者報酬６４万４０００円は駆除回数を年２回から３回に増やした

ことにより２５万４０００円の増、１６３ページの１１節役務費、手数料８０００円及び

損害保険料３万２０００円は皆増で、ドローンの登録保険料、１２節委託料、有害鳥獣駆

除委託料１８７２万８０００円は５５０万円の増で、事業費調の５３のとおり、１７節備

品購入費、車両購入年賦金２万円は皆増で、新しい公用車としての軽トラック購入による
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もの、１８節負担金、補助及び交付金、狩猟免許等取得助成金７２万円は前年度同額で、

事業費調の５４のとおりです。

生物多様性の保全に要する経費３３６万８０００円は３万８０００円の減、１６５ペー

ジの１５節原材料費、事業用原材料１６１万２０００円は４万８０００円の増でエゾシカ

侵入防止柵設置によるものです。

基金積立金１０００円は科目設定です。

３項水産業費１目水産業総務費９９万円は、水産行政に要する経費で、１８万６０００

円の増、１５節原材料費、補修用原材料１５万１０００円は海岸道路補修用で皆増です。

１６６ページの２目水産振興費１億１４４５万４０００円は６３９９万６０００円の減

です。

水産振興に要する経費２４３１万８０００円は６４９４万１０００円の減、１０節需用

費、修繕料４８３万２０００円は１３２万２０００円の増で、新川航路及び琵琶瀬、瀬戸

航路の掘削分、１８節負担金、補助及び交付金、１６９ページの水産資源環境整備事業負

担金１１００万円は６５０万円の増で、事業費調の５５のとおり、産業振興奨励補助１１

９万７０００円は１５万８０００円の増で、昆布広告塔２か所の改修とＧＩシール４種１

０万枚と専用出荷籠１２０個の整備に対するもの、水産振興対策事業補助５５０万円は３

２５万円の増で、火散布アサリ礁整備事業分担金として全体負担金１１００万円の１０％

の２分の１を補助するものです。

産業振興資金貸付に要する経費５万７０００円は６０００円の増です。

漁業後継者対策に要する経費、１８節負担金、補助及び交付金、後継者就業交付金１５

０万円は継続４名分で２４５万円の減です。

育てる漁業に要する経費４２６９万円は６９０万９０００円の増、１７１ページの１８

節負担金、補助及び交付金、水産多面的機能発揮対策支援事業負担金１１０万４０００円

は１１２０万円の減で、事業費調の５７のとおり、環境・生態系保全緊急対策事業負担金

１９２９万６０００円は皆増で、事業費調の５８のとおり、産業振興奨励補助８３２万７

０００円は８７万９０００円の増で、事業費調の５９のとおり、水産振興対策事業補助１

３２０万円は１９９万１０００円の減で、事業費調の６０のとおりです。

漁業制度資金利子補給に要する経費１７５万６０００円は４９万１０００円の減です。

下水道事業会計繰出金３６１３万１０００円は３０２万８０００円の減です。

基金積立金、２４節積立金、水産振興基金積立金８００万円は前年度同額で、事業費調

の６１のとおりです。

３目漁港費１億１１５５万４０００円は、漁港整備に要する経費で、８７２４万９００

０円の増、１０節需用費、修繕料３８５万円は１５４万６０００円の増で、琵琶瀬漁港上

流部左岸のしゅんせつ、１７３ページの１８節負担金、補助及び交付金、漁港工事地元負

担金１億５７３万９０００円は８５７３万９０００円の増で、事業費調の６２のとおりで

す。
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４目防潮堤付帯施設受託管理費１９５６万円は１９万２０００円の減です。

防災ステーション管理に要する経費１８５３万９０００円は２０万６０００円の減、１

０節需用費、修繕料２５８万１０００円は９２万４０００円の減で琵琶瀬水門発電機やカ

メラの補修、新川水門水位計センサー、保護管の補修など、１２節委託料、建物附属設備

保守管理委託料１１０６万５０００円は６２万円の増で、機械電気設備点検などです。

防潮堤付帯施設管理に要する経費１０２万１０００円は１万４０００円の増、１７５ペ

ージの１３節使用料及び賃借料、重機借上料８３万４０００円は７０００円の増で、防潮

堤樋管等の掘削によるものです。

６款１項商工費１目商工総務費１７９６万円は、商工行政に要する経費で、１８節負担

金、補助及び交付金、浜中町商工会補助１７９０万円は２６０万円の増で、事業費調の６

３のとおりです。

２目商工振興費７００７万６０００円は１５２０万２０００円の増です。

商工振興に要する経費２２４０万６０００円は１１９５万８０００円の増、８節旅費、

普通旅費５６万４０００円は地場産品ＰＲ事業やオータムフェスト分の職員旅費で、１８

万８０００円の増、１７７ページの１８節負担金、補助及び交付金、地域経済活性化促進

奨励補助２００万円は皆増で、事業費調の６４のとおり、商工振興対策事業補助５００万

円は前年度同額で、事業費調の６５のとおり、産業振興奨励補助２２０万円は３０万円の

増で、事業費調の６６のとおり、創業支援事業補助７００万円は新規、皆増で、事業費調

の６７のとおり、小規模事業継続支援補助３００万円も新規、皆増で、事業費調の６８の

とおりです。

産業振興資金貸付に要する経費３２５万８０００円は３２２万４０００円の増、２０節

貸付金、産業振興資金貸付金３２１万９０００円は皆増で、大型冷蔵庫購入１件分です。

商工業後継者対策に要する経費、１８節負担金、補助及び交付金、後継者就業交付金６

０万円は前年度同額で、１件分を見込み計上しております。

中小企業特別融資に要する経費４３４０万円は前年度同額で、１８節負担金、補助及び

交付金、中小企業特別融資保証料１４０万円は７万円の２０件分を計上、中小企業特別融

資資金利子補給２００万円は事業費調の７０のとおり、１７９ページの２０節貸付金、中

小企業特別融資預託金４０００万円は事業費調の７１のとおりです。

消費生活に要する経費４１万２０００円は２万円の増、１８節負担金、補助及び交付金、

特殊詐欺対策電話機等設置費補助５万円は皆増で、事業費調の７２のとおりです。

３目観光費６５０３万６０００円は６８５万２０００円の減です。

観光振興に要する経費８７１万４０００円は３０７万４０００円の減、１０節需用費、

印刷製本費８７万６０００円は１６万８０００円の増で、国定公園ＰＲ資材の作成や既存

リーフレットの増刷によるもの、１１節役務費、広告料２２６万６０００円は前年度同額

で、雑誌やラジオ広告によるもの、１８１ページの１７節備品購入費、事業用備品購入２

２万９０００円は皆増で、公式観光ゆるキャラきりたんの着替え用フード一つとたすき１
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枚を購入するもの、１８節負担金、補助及び交付金、ＪＲ浜中駅舎電気料負担金１２万２

０００円は電気料高騰により６万５０００円の増、浜中町観光協会補助２８０万円は前年

度同額です。

霧多布湿原に要する経費３３９９万２０００円は１９２万９０００円の減、１８３ペー

ジの１８節負担金、補助及び交付金、霧多布湿原センター管理運営負担金３３０１万円は

１０１万１０００円の減で、事業費調の７３のとおり、学術研究助成金６０万円は１５万

円の減で２件分を計上しております。

観光施設に要する経費１２５５万４０００円は９１万２０００円の減、１０節需用費、

修繕料３０万円は１０万円の増で、キャンプ場バンガロー１８棟の入り口や窓の補修など

を行うもの、１２節委託料、施設管理清掃委託料７９９万７０００円は、キャンプ場の管

理業務のほか、観光施設等の清掃業務で２３万３０００円の増です。

ルパン三世地域活性化プロジェクトに要する経費９７７万６０００円は９３万７０００

円の減、１８５ページの１８節負担金、補助及び交付金、ルパン三世地域活性化プロジェ

クト事業補助８７５万１０００円は７５万６０００円の増で、事業費調の７４のとおりで

す。

４目中山間活性化施設費２４２７万１０００円は、中山間活性化施設管理に要する経費

で、８４４万２０００円の増、１節報酬、会計年度任用職員報酬７４９万円は１３４万１

０００円の増、１０節需用費、修繕料１５０万円は６２万６０００円の増で、草刈機、除

雪機の修理や施設内非常灯の更新などを行うもの、１８７ページの１７節備品購入費、作

業用車両購入６１１万６０００円は皆増で、ミニホイールローダー１台を購入するもので、

財源は防衛交付金です。

５目労働総務費１１万６０００円は、労働行政に要する経費で、２０００円の増です。

１８８ページの７款土木費１項土木管理費１目土木総務費２７２万５０００円は２万１

０００円の減です。

土木行政に要する経費２２万５０００は２万円の減です。

地籍管理に要する経費に２５０万円は１０００円の減です。

２目建築総務費２４３２万５０００円は、建築行政に要する経費で、１８４８万５００

０円の増、１８節負担金、補助及び交付金、１９１ページの安心住まいる促進事業助成金

５００万円は５０万円の増で、事業費調の７５のとおり、民間賃貸住宅等建設促進助成金

１８００万円は皆増で、事業費調の７６のとおりです。

２項道路橋梁費１目道路橋梁維持費２億３５１７万円は３６６０万７０００円の減です。

町道管理に要する経費２億２２８４万２０００円は２５８１万円の増、１２節委託料、

町道維持業務委託料５０００万円及び町道除雪業務委託料４０００万円は前年度同額、１

４節工事請負費、町道ロードマーク表示工事２００万円は前年度同額、町道維持補修工事

１億２５４０万円は２７２０万円の増で、事業費調の７７のとおりです。

町有建設車両に要する経費１２３２万８０００円は６２４１万７０００円の減、１０節



- 56 -

需用費、１９３ページの修繕料７７７万５０００円は６３万６０００円の増で、建設車両

の車検代などによるものです。

３項河川費１目河川総務費７３万円は、河川管理に要する経費で、２９３９万円の減と

なります。

４項１目港湾費２０９７万９０００円は１０３万６０００円の減です。

港湾整備に要する経費１７２８万円は１６５万８０００円の減、１９５ページの１２節

委託料、機器等保守管理委託料１１０万円は皆増で、船捲揚施設巻き上げ装置点検による

もの、看板設置業務委託料３５万１０００円は３４万２０００円の減で、立入禁止看板の

作成、港湾詳細点検委託料６６６万６０００円は１１３万３０００円の増で、琵琶瀬側航

路護岸や防潮堤の詳細定期点検を行うもの、１７節備品購入費、調査研究用備品購入２０

万３０００円は皆増で、ドローン１機の購入によるものです。

海岸整備に要する経費、１６節公有財産購入費、土地購入３６９万９０００円は６２万

２０００円の増で、霧多布港海岸防潮堤底地１件７筆を購入するものとなります。

５項住宅費１目住宅管理費６８３万４０００円は、町営住宅管理に要する経費で、３３

万３０００円の増、１９７ページの１０節需用費、修繕料３２０万３０００円は３０００

円の増で内装改修、クロス張り替え３戸分、シート張り替え３戸分などで見込み計上、１

７節備品購入費、町営住宅用備品購入７０万円はボイラー、風呂釜などの対応費用で前年

度同額です。

２目住宅建設費２億６２８万８０００円は、町営住宅整備に要する経費で、９４４７万

円の減、１２節委託料、町営住宅改修工事実施設計委託料８６０万円は１００万円の増で、

事業費調の７８のとおり、１４節工事請負費、町営住宅長寿命化型改善工事費１億９５０

０万円は皆増で、事業費調の７９のとおり、２１節補償、補填及び賠償金、移転補償費２

６８万８０００円は３２万２０００円の減で、１２件分を計上しております。

６項１目下水道費１億３６７１万２０００円は、下水道事業会計繰出金で、２０１９万

９０００円の減です。

８款消防費、１９８ページの１項１目消防費４億５３０万９０００円は１億２３８万６

０００円の増です。

釧路東部消防組合に要する経費３億９７９１万５０００円は９５５７万７０００円の増、

１８節負担金、補助及び交付金、釧路東部消防組合本部負担金２１１８万１０００円は１

１万９０００円の減、釧路東部消防組合浜中消防署負担金３億７６７３万４０００円は事

業費調の８０を含み、９５６９万６０００円の増です。

救急救命対策に要する経費７３９万４０００円は６８０万９０００円の増、１７節備品

購入費、医療機器購入７１３万２０００円は皆増で、事業費調の８１のとおりです。

２目災害対策費２億７５６０万２０００円は１億１５７万２０００円の減です。

災害対策に要する経費２億６８７５万１０００円は１億１６４万４０００円の減、１０

節需用費、消耗品費２０７万１０００円は４７万３０００円の増で、霧多布高校、浜中診
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療所を含む災害備蓄品に関わるもの、２０１ページの１１節役務費、手数料２７万５００

０円は皆増で、津波避難タワー用地購入２か所分に関わる固定資産評価手数料、１２節委

託料、避難施設整備工事実施設計委託料２７５０万円は皆増で、事業費調の８２のとおり、

１４節工事請負費、避難施設整備工事２億２０６１万６０００円は８０８６万５０００円

の減で、事業費調の８３のとおり、１６節公有財産購入費、土地購入１３８７万１０００

円は１００５万８０００円の増で、事業費調の８４のとおりです。

防災行政無線に要する経費６８５万１０００円は７万２０００円の増、１０節需用費、

修繕料７６万円は前年度同額で、戸別受信機やアンテナ修理分を見込み計上、２０３ペー

ジの１２節委託料、機器等保守管理委託料１５３万９０００円は７万２０００円の増で、

防災行政無線の設備等の保守点検、１７節備品購入費、防災用備品購入１９１万４０００

円は前年度同額で、戸別受信機３０台を見込み計上しております。

９款教育費１項教育総務費１目教育委員会費２８０万８０００円は、教育委員会委員に

要する経費で、報酬額見直しなどにより４４万４０００円の増です。

２目事務局費２３３４万７０００円は４１１万３０００円の減です。

教育委員会事務局に要する経費１３１９万７０００円は主に会計年度任用職員の人件費

減などにより４４６万１０００円の減です。

２０５ページの育英事業奨学資金給付に要する経費１３５万２０００円は１９万５００

０円の減、７節報償費、育英事業奨学資金給付金１３２万円は１９万８０００円の減で、

見込み計上です。

基金積立金５０万円は前年度同額です。

教育活動支援に要する経費８２９万８０００円は５４万３０００円の増、２０７ページ

の１８節負担金、補助及び交付金、２０９ページの学校記念事業補助４０万円は皆増で、

茶内小学校１００周年及び霧多布中学校統合５０周年のそれぞれ記念事業分に補助するも

のです。

３目教育振興費６３９６万５０００円は、学校用バスに要する経費で、１１８０万７０

００円の減、１２節委託料、学校用バス運行委託料６３５２万３０００円は２６万７００

０円の減で、事業費調の８５のとおりです。

２項小学校費１目学校管理費６８３０万４０００円は、小学校管理に要する経費で、３

２６万２０００円の減、１０節需用費、２１１ページの修繕料２３０万円は２１７万１０

００円の減で、学校教員住宅の補修とＧＩＧＡスクール端末処理を見込み計上、１１節役

務費、手数料８４万８０００円は、新たに廃試薬収集運搬手数料の追加などにより３６万

円の増、１２節委託料、施設管理清掃委託料４６万円は皆増で、浜中小学校の校内清掃ワ

ックス塗布業務によるもの、システム保守委託料３３６万９０００円はＧＩＧＡ環境運用

費、スクール対応ネットワーク保守で２６万４０００円の増、１３節使用料及び賃借料、

システム使用料１２９万７０００円は１７万３０００円の増で、ＬＩＴＡＬＩＣＯ教育ソ

フト導入ほか、１４節工事請負費、校舎等補修工事９９万円は２７万５０００円の減で、
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霧多布小学校降圧変圧器の更新、２１３ページの１７節備品購入費、校用備品購入費１２

４万２０００円は１８万７０００円の減で、散布小中学校のＮＡＳ購入などです。

２目教育振興費２６９３万５０００円は、教育振興に要する経費で、８１６万４０００

円の増、７節報償費、スクールカウンセラー報償６２万円は来校回数の増により３２万３

０００円の増、８節旅費、費用弁償６９万３０００円もスクールカウンセラーの来校回数

増などで１１万１０００円の増、１０節需用費、教材費８０５万２０００円は小学校教師

用指導書購入などにより６７３万円の増、１１節役務費、手数料４３万５０００円は２２

万８０００円の増で、修学旅行キャンセル分を見込み計上、２１５ページの１８節負担金、

補助及び交付金、修学旅行補助５９万円は２６万１０００円の増で５２人分を計上してお

ります。

３項中学校費１目学校管理費４９７４万３０００円は、中学校管理に要する経費で、２

５１万円の増、１０節需用費、２１７ページの修繕料３３１万９０００円は１６３万９０

００円の増で、浜中中学校の外壁の補修など、１２節委託料、システム保守委託料２８４

万１０００円は１９万８０００円の増で、アカウント管理及びＧＩＧＡスクール対応ネッ

トワーク保守、１３節使用料及び賃借料、システム使用料１３７万２０００円は１３万円

の増で、ＬＩＴＡＬＩＣＯ教育ソフト導入などによるもの、２１９ページの１７節備品購

入費、校用備品購入４５万８０００円は８万８０００円の増で、霧多布中学校のスピーカ

ーの購入などによるものです。

２目教育振興費１５６３万３０００円は１５５万６０００円の減です。

教育振興に要する経費１１６３万６０００円は４８万６０００円の減、７節報償費、ス

クールカウンセラー報償７７万４０００円の１９万３０００円の増と８節旅費、費用弁償

２８万７０００円の１万１０００円の増はスクールカウンセラー来校回数の増によるもの、

１１節役務費、手数料５１万５０００円は４万７０００円の減で、修学旅行キャンセル料

を見込み計上、１８節負担金、補助及び交付金、２２１ページの修学旅行補助１１８万８

０００円は６万１０００円の増で３９名分を計上しております。

外国語指導助手に要する経費３９９万７０００円はＡＬＴの旅費等の減により１０７万

円の減となります。

４項高校等学費１目高等学校総務費……

○議長（落合俊雄君） この際、暫時休憩します。

（休憩 午後 ２時５９分）

（再開 午後 ３時３０分）

○議長（落合俊雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

日程第１９、議案第２８号の補足説明を続けます。

企画財政課長。

○企画財政課長（佐々木武志君） 歳出の２２０ページ、４項高等学校費１目高等学校総

務費３１０４万２０００円は、高校管理に要する経費で、５８５万６０００円の減、２２
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３ページの１０節需用費、修繕料１７３万６０００円は４４万６０００円の増で、ごみ置

き場扉補修やバッティングマシンローラーの交換など、２２５ページの１３節使用料及び

賃借料、システム使用料１３６万１０００円はロイロノートの導入により８万円の増、著

作権使用料１万６０００円は皆増で、授業目的公衆送信補償金、１７節備品購入費、校用

備品購入４９万８０００円は消防用ホースや大型扇風機１０台などの購入で４２万８００

０円の増です。

２目教育振興費３０３６万１０００円は７３万円の減です。

教育振興に要する経費１９６５万６０００円は４５万９０００円の減、２２７ページの

１２節委託料、学校行事委託料１０万円は皆増で霧高祭での花火打上げによるもの、１８

節負担金、補助及び交付金、２２９ページの海外交流派遣負担金４３１万５０００円は８

３万円の増で、事業費調の８６のとおり、国内視察研修負担金１８２万６０００円は３万

４０００円の増で、事業費調の８７のとおり、地域みらい留学事業負担金１５７万５００

０円は皆増で、事業費調の８８のとおり、修学旅行補助９３万３０００円は１９名分を見

込み２７万２０００円の減です。

学校用バスに要する経費１０７０万５０００円は２７万１０００円の減、１２節委託料、

学校用バス運行委託料５５０万円は事業費調の８９のとおりで、通学用バスの運行距離の

減などにより１８万５０００円の減です。

５項社会教育費１目社会教育総務費２５５万５０００円は、社会教育事業に要する経費

で、３５万１０００円の減、２３１ページ、１８節負担金、補助及び交付金、総合文化祭

補助２０万円は、総合文化祭の地区開催を町全体開催とすることなどに伴い、１３万円の

減です。

２目社会教育振興費５２１万２０００円は２０万６０００円の増です。

社会教育振興に要する経費２０９万７０００円は５０００円の減です。

２３３ページの青少年教育に要する経費３１１万５０００円は２１万１０００円の増、

１８節負担金、補助及び交付金、少年少女国内派遣事業負担金１８０万円は事業費調の９

０のとおりで、渡航費等の高騰により３０万円の増です。

３目文化財保護費３９万７０００円は、文化財等に要する経費で、４６万８０００円の

減、２３５ページの１０節需用費、修繕料６万円は４１万８０００円の減で、海上のエト

ピリカデコイ修繕３基分を見込み計上しております。

４目総合文化センター費５億３８２７万１０００円は１億１１２８万９０００円の減で

す。

総合文化センター管理に要する経費５億３３６１万３０００円は１億９０６万３０００

円の減、１節報酬、会計年度任用職員報酬１９４万９０００円から３節職員手当等、会計

年度任用職員勤勉手当３２万７０００円は皆増で、１名分を計上、８節旅費、費用弁償１

８万円は１５万６０００円の増で、会計年度任用職員通勤手当分を見込み計上、２３７ペ

ージの１２節委託料、施設管理清掃委託料９６０万１０００円は人件費分の単価アップな
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どにより１８万２０００円の増、１４節工事請負費、文化センター改修工事５億３８７万

３０００円は１億１２５８万１０００円の減で、事業費調の９１のとおり、１７節備品購

入費、施設用備品購入に２７０万１０００円は２５５万１０００円の増で、事業費調の９

２のとおりです。

図書室事業に要する経費４６５万８０００円は主に会計年度任用職員の人件費の減によ

り２２２万６０００円の減です。

２３８ページの５目地域文化施設費１６万９０００円は、地域文化館管理に要する経費

で、燃料費増により７万４０００円の増となります。

６項保健体育費１目保健体育総務費１５９４万５０００円は、スポーツ振興に要する経

費で、１７５万９０００円の増、２４１ページ、１３節使用料及び賃借料、自動車借上料

２００万円は前年度同額で、スポーツ活動用として借り上げするもので見込み計上、１８

節負担金、補助及び交付金、スポーツ振興補助２５０万円は５０万円の増で、実績による

見込み計上です。

２目社会体育施設費６５８０万２０００円は９７０万９０００円の増です。

大規模運動公園管理に要する経費４７０５万３０００円は７７７万２０００円の増、２

４３ページの１０節需用費、修繕料２６０万９０００円は１４９万６０００円の増で、温

水プールろ過循環ポンプ修理や温水プール玄関タイル補修、総合体育館消防用設備修理な

どによるもの、１２節委託料、施設管理清掃委託料８３３万６０００円は総合体育館警備

清掃業務の人件費アップなどにより２０万２０００円の増、２４５ページの１７節備品購

入費、施設用備品購入４５４万９０００円は４１２万１０００円の増で、事業費調の９３

のとおりです。

農業者トレーニングセンター管理に要する経費７０３万円は１０２万６０００円の増、

１２節委託料、有害物質含有調査委託料１３５万円は新規で、事業費調の９４のとおりで

す。

２４７ページのすくらむ２１管理に要する経費５９２万４０００円は６４万１０００円

の増、１７節備品購入費、施設用備品購入５０万円は新規で、スモールカーブマシン１台

を購入するものです。

町民パークゴルフ場管理に要する経費３４５万７０００円は、主に施設作業委託料の単

価アップなどにより４７万１０００円の増です。

２４９ページのその他体育施設管理に要する経費２３３万８０００円は２０万１０００

円の減、１０節需用費、修繕料２８万６０００円は３万７０００円の増で、茶内スケート

リンク製氷作業車の修理などです。

３目給食センター費１億３４２１万６０００円は、給食センターに要する経費で、１６

０４万４０００円の増、１０節需用費、２５１ページの消耗品費１０３万７０００円は調

理業務委託などに伴い２０３万円の減、修繕料８２万４０００円は７０万３０００円の増

で、ガス警報器取替え、空調冷熱機の修理など、賄材料費３５２７万２０００円は食材高
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騰などにより４０７万１０００円の増、１２節委託料、配送車運行委託料８０１万１００

０円は配送日数減などにより２２万２０００円の減、給食調理業務委託料５１７５万４０

００円は新規で、事業費調の９５のとおり、１８節負担金、補助及び交付金、２５３ペー

ジの学校給食費助成金２２万８０００円は、児童３名、生徒１名分の計上で２万６０００

円の増です。

１０款１項公債費１目元金９億８５９４万７０００円は、地方債償還元金で、１３７７

万３０００円の減です。

２目利子５９０３万円は、地方債償還利子で、２２３５万３０００円の増です。

３目公債諸費１０００円は、地方債償還手数料で、２０００円の減となります。

１１款１項１目給与費１２億７２４５万２０００円は、２節給料、特別職、一般職、教

員再任用、２５５ページの会計年度任用職員に関わる人件費で３１４７万５０００円の減

です。

２５８ページの１２款１項１目予備費５００万円は前年同額です。

歳出合計は９２億３８８４万８０００円で、２４７２万３０００円の減となっておりま

す。

２６０ページから２６６ページの給与費明細書につきましては説明を省略させていただ

きます。

２６７ページをお開きください。

２６７ページ、２６８ページの継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末ま

での支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に

関する調書につきましては、さきの継続費補正で説明しました二つの事業についての財源

内訳や支出予定額、進捗率を示しており、説明は省略をさせていただきます。

続きまして、２６９ページの債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度

末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書につき

ましては、２７１ページの合計欄で説明をさせていただきます。

２７１ページ、債務負担行為の件数は全３３件、限度額は２億３１３８万７０００円、

前年度末までの支出見込額は１億８７２７万７０００円で、当該年度以降の支出予定額は

４４１１万円、当該年度支出予定額は２１２５万１０００円であります。

続きまして、２７３ページの地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当

該年度における現在高の見込みに関する調書につきましても、合計欄で説明をさせていた

だきます。

前々年度末現在高ですが、令和４年度は１２５億９７８１万２０００円、前年度末現在

高見込額ですが、令和５年度は１２９億３８１９万２０００円、当該年度中増減見込のう

ち、当該年度中起債見込額は１２億８８０万円、当該年度中元金償還見込額は９億８５９

４万７０００円、当該年度末現在高見込額は１３１億６１０４万５０００円となり、令和

５年度末見込額と比較し、２億２２８５万３０００円の増となっております。
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続きまして、歳入の説明をいたしますが、初めに議案関係資料の説明をいたします。

議案関係資料の８５ページをお開きください。

資料１６の町税算定内訳について説明をさせていただきます。

１款徴税１項町民税１目個人１節現年課税分２億８７０７万２０００円は、対前年度１

３４万円の減で、個人均等割３０００円の２９１１名、収納率９７％で８４７万１０００

円、個人所得割課税標準額４８億３６９１万５０００円の６％、収納率９７％で２億７７

２６万１７００円、譲渡所得割課税標準額４６０３万７８００円の３％、収納率９７％で

１３３万９６００円です。

２節滞納繰越分１９５万４０００円は対前年度１４万円の増です。

２目法人１節現年課税分３３８７万７０００円は１６８万８０００円の増、法人均等割

１号から７号まで１４８法人、１４８４万４０００円の収納率９７％で１４３９万８００

０円、法人税割、標準税率相当分１４３４万８０４８円と超過相当分５７３万３２２６円

の収納率９７％で１９４７万８０００円です。

２節滞納繰越分１０００円は前年度滞納繰越分で科目設定となります。

２項１目固定資産税１節現年課税分４億６６９２万５０００円は対前年度６７８３万７

０００円の増、土地課税標準額３２４９万７８３６円、家屋課税標準額１億８７６２万２

９９１円、償却資産課税標準額２億４６８０万４９０２円です。

８６ページの２節滞納繰越分２６３万円は対前年度７万５０００円の増です。

２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金１節現年課税分３５万１０００円は対前年

度２０００円の減で３件分です。

３項軽自動車税１目種別割１節現年課税分１９７１万６０００円は対前年度５２万７０

００円の増、原動付自転車から軽自動車四輪まで、８７ページですが、３５７３台、２０

３２万６４００円の９７％で１９７１万６６００円です。

２節滞納繰越分５万２０００円は対前年度６０００円の減です。

２目環境性能割１節現年課税分１３９万円は対前年度３万３０００円の増です。

４項１目町たばこ税１節現年課税分５２０２万５０００円は１０万３０００円の減で実

績見込み計上であります。

続きまして、歳入の説明をいたします。

予算書の１０ページをお開きください。

歳入１款町税につきましては、ただいまの議案関係資料のとおりでございます。

２款地方譲与税１項１目１節地方揮発油譲与税２９１０万円の２４０万円の減及び２項

１目１節自動車重量譲与税８９００万円の４００万円の増は令和５年度決算見込額を計上

するものです。

３項１目１節森林環境譲与税８７１万円は２０１万４０００円の増で見込み計上するも

のです。

３款１項１目１節利子割交付金３０万円は２０万円の減で、過去３か年の最少額を計上
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するものです。

１２ページの４款１項１目１節配当割交付金１７０万円は前年度同額で、過去３年間の

最少額を計上するものです。

５款１項１目１節株式等譲渡所得割交付金１９０万円は７０万円の増で、過去３年間の

最少額を計上するものです。

６款１項１目１節法人事業税交付金８５０万円は１１０万円の増で、過去３年間の平均

額を計上するものです。

７款１項１目１節地方消費税交付金１億４４１０万円は１５０万円の増で、過去３か年

の平均額で計上するものです。

８款１項１目１節環境性能割交付金８９０万円は８０万円の増で、過去３年間の平均額

を計上するものです。

９款１項１目１節国有提供施設等所在市町村助成交付金３０万円は前年度同額で、令和

５年度決算額を計上するものです。

１０款１項１目１節地方特例交付金２７０万円は前年度同額で、個人住民税減税分とし

て地財計画４．３％で試算するものです。

２款１目１節新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金７８万８０００

円は、２１万２０００円の減で見込み計上するものです。

１１款１項地方交付税、１４ページの１目１節地方交付税３５億５０００万円は１１０

０万円の増、普通交付税３３億２０００万円は、地財計画及び公債費の個別算定に基づい

て計上するものです。

なお、留保財源につきましては２．５％とし、８６００万円としております。

特別交付税２億３０００万円は前年度同額となります。

１２款１項１目１節交通安全対策特別交付金９０万円は前年度同額で、令和５年度決算

見込額を計上するものです。

１３款分担金及び負担金１項分担金１目農林水産業費分担金２４８７万５０００円は１

９８７万５０００円の減、１節農業費分担金１９３７万５０００円は道営草地整備改良事

業受益者分担金で事業費７７５０万円の２５％を計上、２節水産業費分担金５５０万円は

水産資源環境整備事業受益者分担金で火散布アサリ礁整備事業費１億１０００万円の１

０％の２分の１を計上するものです。

２項負担金１目１節総務費負担金１１９万６０００円は１万４０００円の増、霧多布テ

レビ放送中継局電気料負担金から釧路東森林組合浜中支所電気料負担金までは歳出にそれ

ぞれ負担割合を乗じた額を計上、２目民生費負担金６９１万３０００円は１９５万１００

０円の減、１節老人福祉費負担金１９６万３０００円は入所者費用徴収金で実績見込み計

上、２節児童福祉費負担金４９５万円は常設保育所保育料現年度分から延長保育料までは

見込み計上、子どもショートステイ負担金３万２０００円は新規で事業費６万５０００円

から国・道補助を差し引いた額を計上、３目衛生費負担金４０６０万３０００円は３２４
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４万３０００円の増、１節地域水道費負担金、地域水道運営費負担金１０７万１０００円

は水道事業から一般会計の負担分を計上、かんがい排水事業運営負担金３９５３万２００

０円は水道事業との案分による額を計上、４目土木費負担金９０００円は３０００円の増、

１節港湾費負担金は霧多布港電気料負担金で陸電施設利用分を見込み計上するものです。

１４款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料３００万１０００円は１６万７００

０円の増、１節総務使用料、公の集会施設使用料及び町営バス使用料は実績による見込み

計上、１６ページの２目民生使用料４８万１０００円は４０００円の増、１節児童福祉使

用料、へき地保育所保育料現年度分は見込み計上、へき地保育所保育料滞納繰越分は科目

設定、３目衛生使用料９０万５０００円は前年度同額、１節保健衛生使用料、墓地使用料

は５件分、斎場使用料は６０件分で見込み計上、４目農林水産使用料９０４０万７０００

円は１１６９万６０００円の増、１節農業使用料は、農業用水使用料で、家事用１１０戸、

一般用３３戸、農業用２１０戸などを計上、５目商工使用料１４５万８０００円は３万４

０００円の増、１節観光使用料１０９万３０００円、バンガロー使用料は６１５件分、休

憩舎使用料は５件分で見込み計上、２節中山間活性化施設使用料３６万５０００円は見込

み計上、６目土木使用料４３６１万２０００円は２２６万円の増、１節道路使用料１５３

万円及び２節河川使用料２１万円は見込み計上、３節港湾使用料５８５万９０００円、用

地使用料は継続使用２７件分、物揚場岸壁使用料は１８３隻分、漁船捲揚施設使用料は８

０隻分、船揚場使用料は３０隻分をそれぞれ計上、４節住宅使用料３６０１万３０００円、

町営住宅使用料現年度分は調定見込みの９７％、町営住宅使用料滞納繰越分は調定見込み

の５％で計上、７目教育使用料９１４万７０００円は３万１０００円の減、１節小学校使

用料１０００円及び２節中学校使用料１０００円は科目設定、３節高等学校使用料８６８

万２０００円、高等学校授業料現年度分は７３名分で見込み計上、高等学校授業料滞納繰

越分は科目設定、４節社会教育使用料１８万１０００円、総合文化センター使用料は見込

み計上、地域文化館使用料は科目設定、５節保健体育使用料２８万２０００円、農業者ト

レーニングセンター使用料及び総合体育館使用料は科目設定、町民パークゴルフ場使用料

は見込み計上となります。

２項手数料、１８ページの１目１節総務手数料３７４万３０００円は２６万４０００円

の増、戸籍手数料から臨時ナンバー手数料までは見込み計上、固定資産公簿閲覧手数料及

び情報公開・個人情報保護開示手数料は科目設定、２目民生手数料１７万３０００円は１

万１０００円の減、１節社会福祉手数料は在宅生活支援手数料で実績見込み計上、３目衛

生手数料３５１４万７０００円は１０８万３０００円の減、１節保健衛生手数料３１万２

０００円、畜犬登録手数料は３５頭分、畜犬登録檻札再交付手数料は１件分、狂犬病予防

注射済票交付手数料は４００頭分、狂犬病予防注射済票再交付手数料は３件分をそれぞれ

見込み計上、２節清掃手数料３４８３万５０００円、じん芥処理手数料及びし尿処理手数

料は実績見込み計上、４目農林水産手数料９万６０００円は前年度同額、１節農業手数料

は現況証明手数料で３０筆分を見込み計上、２節水産手数料２万９０００円は船員法事務
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手数料で１５件分を見込み計上、５目１節土木手数料１７万円は１万円の増で、地籍調査

事業成果交付手数料は見込み計上、６目教育手数料２３万５０００円は前年度同額、１節

高等学校手数料、入学料及び入学検定料は３０人分を計上するものです。

１５款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金１億８３５９万２０００円は２

万８０００円の減、１節保険基盤安定負担金９３９万５０００円は、国民健康保険基盤安

定負担金で、保険者支援分と未就学児均等割分と産前産後保険税分の２分の１を計上、２

節障がい者福祉負担金１億９９５万７０００円、障がい者自立支援給付費等負担金は自立

支援給付等に関わるもので事業費の２分の１、障がい児通所支援給付費等負担金は放課後

デイサービスなど事業費の２分の１を計上、３節介護保険低所得者保険料軽減負担金３４

８万８０００円は介護保険低所得者保険料軽減負担金で、実績見込みに基づいて計上、４

節児童福祉費負担金１８８４万２０００円は保育給付費負担金で、施設型給付費とへき地

保育所に関わるもの、５節児童手当負担金４１７３万６０００円は国庫負担分で見込み計

上、２０ページの６節未熟児養育医療費負担金１７万４０００円は扶助費から徴収金を差

し引いた２分の１を計上するものです。

２項国庫補助金１目総務費国庫補助金８１９万４０００円は２６０万２０００円の増、

１節総務費補助金、地方創生推進交付金は北海道釧路地域東京特別区交流推進事業分とし

て、事業費の２分の１を計上、空き家対策総合支援事業補助は歳出１０００万円の２分の

１を計上、社会保障・税番号制度システム整備費補助は特定個人情報提供の求めに関わる

電子計算機の設置関連等の委任によるもの、個人番号カード交付事務費補助は実績による

見込み計上、２目民生費国庫補助金１５７５万２０００円は２５１万９０００円の増、１

節社会福祉費補助金２８０万４０００円は地域生活支援事業補助で、相談支援事業など、

６事業の事業費２分の１を計上、２節児童福祉費補助金１２９４万８０００円、子育て支

援交付金は放課後児童クラブや保育所運営に対するもので事業費の３分の１を計上、子ど

も・子育て支援事業費補助は児童虐待防止対策や児童安全確認の体制強化に対するもので

対象事業費の２分の１を計上、出産・子育て応援給付金事業補助は、伴走型相談支援は２

分の１、出産・子育て応援給付金は３分の２を計上、児童手当制度改正準備事業補助は制

度改正に伴うもので、歳出の１０分の１０で計上、３目衛生費国庫補助金５６３万６００

０円は２３万２０００円の減、１節保健衛生費補助金、母子保健医療対策総合支援事業補

助は妊娠・出産包括支援事業や産婦健康診査などに対するもので事業費の２分の１を計上、

乳幼児健康診査事業補助は１か月健診の事業費の２分の１、特定感染症検査等事業補助も

事業費の２分の１、合併処理浄化槽設置事業補助は計６基分の補助基本額で見込み計上、

４目土木費国庫補助金９８１１万６０００円は５６２６万２０００円の減、１節土木費補

助金３９９９万７０００円、社会資本整備総合交付金は既存住宅耐震改修で３０万円の２

分の１を計上、道路メンテナンス事業補助は万世橋の長寿命化補修工事について、事業費

６３００万円の６３．２％を計上、２節住宅費補助金５８１１万９０００円は、地域住宅

交付金で公営住宅改修などに対するもの、５目消防費国庫補助金９９７０万円は１億６６
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０万円の減、１節災害対策費補助金９９７０万円は社会資本整備総合交付金で、都市防災

総合推進事業として丸山散布避難高台整備と津波避難タワー実施設計及び用地購入の事業

費の３分の２を計上、６目教育費国庫補助金１３１万９０００円は９５万８０００円の増、

１節小学校費補助金７０万３０００円、へき地児童生徒援助費等補助は心臓検診などに対

するもの、公立学校情報機器活用支援体制整備費補助はＧＩＧＡスクール運営支援センタ

ー整備に対するもので、補助率３分の１の４校分、２節中学校費補助金６１万６０００円、

へき地児童生徒援助費等補助は小学校と同様、就学援助費補助は要保護児童の修学旅行費

１名分の２分の１を計上、公立学校情報機器活用支援体制整備費補助は小学校と同様、７

目防衛交付金１億３６５２万円は前年度同額で、普通分５２００万円、特別分は中隊規模

を見込み、８４５２万円の合計額を計上するものです。

３項委託金、２２ページの１目総務費委託金３０万４０００円は６３万１０００円の減

で、１節総務管理費委託金、防衛施設区域取得等事務委託金及び中長期在留住居地届出等

事務委託金は見込み計上、２目民生費委託金１５８万２０００円は２万８０００円の増、

１節国民年金事務委託金１５５万３０００円、基礎年金事務委託金及び協力・連携委託金

は令和４年度実績額の４分の３で計上、年金生活者支援給付金支給業務事務取扱交付金は

実績による見込み計上、２節児童福祉費委託金２万９０００円は特別児童扶養手当事務委

託金で、実績により１６名分を計上するものです。

１６款道支出金１項道負担金１目民生費道負担金１億１６７６万８０００円は３４５万

５０００円の増、１節社会福祉費負担金１５８万１０００円は民生委員活動費負担金、２

節保険基盤安定負担金３９３８万７０００円、国民健康保険基盤安定負担金は保険税軽減

額の４分の３と保険者支援の４分の１などを計上、後期高齢者医療基盤安定負担金は後期

保険料軽減額の４分の３を計上、３節障がい者福祉費負担金５４９７万８０００円、障が

い者自立支援給付費等負担金及び障がい児通所支援給付費等負担金は事業費の４分の１を

計上、４節介護保険低所得者保険料軽減負担金１７４万４０００円は基準額の４分の１を

計上、５節児童福祉費負担金９１８万６０００円は保育給付費負担金で、施設型給付費と

へき地保育所に関わるもの、６節児童手当負担金９８０万５０００円は道負担分、７節未

熟児養育医療費負担金８万７０００円は扶助費から徴収費を差し引いた額の４分の１と事

務費の２分の１を計上、２目農林水産業費道負担金１億８５５万７０００円は１２３１万

８０００円の減、１節農業費負担金、農業委員会交付金は令和５年度内示額を計上、中山

間地域等直接支払交付金及び多面的機能支払交付金は事業費の４分の３を計上、２項道補

助金１目総務費道補助金１６５万円は前年度同額で、１節振興費補助金、地域少子化対策

重点推進交付金は結婚生活支援で歳出の２分の１、移住・定住支援事業交付金はＵＩＪタ

ーン新規就業支援で歳出の４分の３を計上、２目民生費道補助金２１０５万３０００円は

２０７万円の増、１節社会福祉費補助金３１２万４０００円、地域づくり総合交付金は福

祉灯油、子ども発達支援に対するもの、地域生活支援事業補助は相談支援事業など、６事

業の事業費の４分の１を計上、老人クラブ運営事業補助は実績による見込み計上、２５ペ
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ージの介護保険特別対策事業補助は社会福祉法人等による利用者負担軽減事業の補助対象

経費の４分の３を計上、２節重度心身障がい者医療費補助金２５５万８０００円及び３節

ひとり親家庭等医療費補助金１０２万２０００円及び４節乳幼児等医療費補助金２７０万

３０００円は、いずれも対象経費の２分の１を計上、５節児童福祉費補助金１１６４万６

０００円、子育て支援交付金は、放課後児童クラブ運営費など、事業費の３分の１を計上、

多子世帯の保育料軽減支援事業補助は見込み計上、出産・子育て応援給付金事業補助は、

伴走型相談支援は事業費の４分の１、出産・子育て応援給付金は事業費の６分の１を計上、

地域づくり総合交付金は放課後児童クラブ移送車購入費の２分の１を計上、３目衛生費道

補助金３６０万円は３９万１０００円の増、１節保健衛生費補助金１９０万円、健康増進

事業補助は事業費の３分の２、妊産婦安心出産支援事業補助は事業費の２分の１、不妊治

療等助成事業補助も事業費の２分の１を計上、海岸漂着物等地域対策推進事業補助は前年

度同額で計上、２節環境政策費補助金１７０万円は地域づくり総合交付金で、バイオマス

調査事業委託費歳出の２分の１を計上、４目農林水産業費道補助金７４５７万７０００円

は９２６万１０００円の増、１節農業費補助金５９５万２０００円、農業委員会補助及び

農地利用最適化交付金は令和５年度の内示額を計上、中山間地域等直接支払推進事業補助

は事務費見合い分、農業次世代人材投資事業補助は１名分で歳出同額、農業経営基盤強化

資金利子補給事業補助は道の利子補給分、多面的機能支払推進事業補助は事務費見合い分、

２節林業費補助金６８２２万５０００円、森林環境保全整備事業補助は町有林整備の事業

費の６８％で計上、森林保護事業補助は対象経費の２分の１を計上、合板・製材生産性強

化対策事業補助は単価３万２０００円の１２００メートル分、地域づくり総合交付金は奔

幌戸若山林道補修工事の事業費の２分の１を計上、豊かな森づくり推進事業補助は２４ヘ

クタールで道が１６％を補助、エゾシカ緊急対策事業補助はエゾシカ駆除１頭６０００円

の３０００頭の１０％を計上、ヒグマ春期管理捕獲支援事業補助は新規で対象経費の２分

の１を計上、２６ページの３節水産業費補助金４０万円は環境・生態系保全市町村推進指

導費補助で事務費分、５目商工費道補助金２６万円は５万５０００円の減、１節商工費補

助金は地方消費者行政活性化交付金で、啓発用品や浜中消費者協会補助に充当、６目土木

費道補助金３０万円は前年度同額、１節住宅費補助金は既存住宅耐震改修費補助で２件分

を見込み計上、７目消防費道補助金８０万円は２０万円の増、１節災害対策費補助金は地

域づくり総合交付金で災害備蓄品購入費の２分の１を計上、８目教育費道補助金６万３０

００円は２０００円の減、１節高等学校費補助金は就学支援事業事務費補助で１校分２万

６０００円と１人当たり５７５円の６６人分を計上するものです。

３項委託金１目総務費委託金９６７万円は７４０万７０００円の減、１節総務管理費委

託金６万８０００円は、自衛隊募集事務委託金から土地利用規制等対策事業交付金までは

見込み計上、２節徴税費委託金８７９万円は道民税徴収委託金で３０００円の２９３０件

分を計上、３節統計調査委託金８１万２０００円、人口動態調査委託金から経済センサス

調査区管理委託金で見込み計上、２目衛生費委託金４万７０００円は１万円の減、１節保
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健衛生費委託金は公害防止事務委託金及び浄化槽事務委託金で見込み計上、３目農林水産

業費委託金１４７３万６０００円は２３万４０００円の増、１節農業費委託金３１万円、

家畜伝染病予防手数料徴収事務委託金から地すべり区域維持管理事業点検整備委託金まで

は見込み計上、２節林業費委託金３５万５０００円は有害鳥獣事務委託金で１７００円の

２０９件分を計上、３節水産業費委託金１４０７万１０００円、漁港利用料市町村交付金

は前年度実績の１８％を見込み計上、海岸保全施設事務委託金は防潮堤附帯施設３９か所

分、防災ステーション施設管理委託金は水門４か所について計上、４目１節商工費委託金

２０００円は２０００円の減で、商工会法権限移譲事務委託金は１件分を見込み計上、２

９ページの中小企業等協同組合法権限移譲事務委託金も１件分を見込み計上、５目土木費

委託金１６万８０００円は６０００円の減、１節港湾費委託金１０万３０００円及び２節

住宅費委託金６万５０００円につきましては見込み計上となります。

１７款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入２１０８万８０００円は１１０万９

０００円の減、１節土地建物貸付収入、宅地ほか貸付料現年度分は調定額の９８％、宅地

ほか貸付料滞納繰越分は調定額の１０％で計上、町有干場貸付料は２８件分、林野貸付料

は１３件分、牧野貸付料は５件分、教員住宅料は４０戸分、職員住宅料は３５戸分、町有

住宅料ほか現年度分は４５件のほか、旧西円朱別小学校と旧円朱別保育所の貸付け分、町

有住宅料ほか滞納繰越分は科目設定、お試し住宅貸付料は３か月分で見込み計上、２目１

節利子及び配当金２６万円は１０００円の増、財政調整基金利子から３１ページの（有）

浜中町就農者研修牧場配当金までは各基金の利子と配当金を計上しております。

２項財産売払収入１目不動産売払収入７３０万９０００円は２０３万５０００円の減、

１節その他の不動産売払収入、土石売払収入は岩石売払い１万立米分、立木売払収入は町

有林１８ヘクタールの山売りなど、２目１節物品売払収入１万円は前年度同額で、不用品

売払収入は科目設定となります。

１８款１項寄附金１目１節一般寄附金１３億１１万円は２億１０万円の増、一般寄附金

は科目設定、ふるさと納税（個人版）は２億円の増で前年度実績見込みベースで計上、ふ

るさと納税（企業版）は新規で１件分の科目設定、２目民生費寄附金２万円は前年度同額、

１節社会福祉費寄附金１万円及び２節児童福祉費寄附金１万円は科目設定、３目農林水産

業費寄附金３００万円も前年度同額で、１節水産業費寄附金は水産振興基金積立て分、４

目１節教育費寄附金１万円も前年度同額で科目設定、１９款繰入金１項基金繰入金１目１

節財政調整基金繰入金６０００万円は２１７０万円の減で財源調整、２目１節人づくり基

金繰入金２００万円は３０万円の増で人づくり事業に充当、３２ページの３目１節福祉振

興基金繰入金１３万６０００円は１３万６０００円の減で、介護職員初任者研修に充当、

４目１節育英事業基金繰入金１３２万円は１９万８０００円の減で奨学資金貸付金に充当、

５目１節水産振興基金繰入金１８７０万円は１２５万９０００円の増で、浜中漁協のナマ

コ増殖事業と火散布アサリ礁整備事業受益者分担金に充当、６目１節特定防衛施設周辺整

備調整交付金基金繰入金７８６０万２０００円は２４６４万９０００円の減で、診療所繰
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り出し分と一般廃棄物処理事業に充当、７目１節ふるさと納税基金繰入金５億７２９６万

６０００円は６６３５万円の増で、充当事業は議案関係資料１３のとおり、８目１節中小

企業特別融資利子補給基金繰入金２１９万７０００円は４９万９０００円の減で、新型コ

ロナウイルス感染症対策特別融資に充当するものとなります。

２項特別会計繰入金１目１節国民健康保険特別会計繰入金１１７万４０００円は１３万

４０００円の減で、国保加入者のインフルエンザ、肺炎球菌予防接種に充当するものです。

２０款１項１目繰越金１万円は前年度同額で、１節前年度繰越金は前年度剰余金で科目

設定、２１節諸収入１項延滞金、加算金及び過料、１目１節延滞金１０００円から３目過

料１０００円は前年度同額で科目設定、２項１目町預金利子１万円も前年度同額で科目設

定となります。

３項貸付金元利収入１目１節中小企業融資資金貸付金元利収入４０００万４０００円も

前年度同額で、中小企業特別融資資金預託金元金及び中小企業特別融資資金預託金利子、

２目１節産業振興資金貸付金収入８７７万７０００円は３１万９０００円の増、家畜購入

資金貸付基金は既貸付け７件分、漁業機器等購入資金貸付金は既貸付け３件分、商工機器

等購入資金貸付金は既貸付け４件分となります。

４項受託事業収入、３４ページの１目１節土木費受託事業収入２００万円は１４０万円

の減で、農村私道除雪受託事業収入は実績見込み計上、５項１目介護保険事業収入２４３

万７０００円は１３万４０００円の増、１節介護報酬収入は介護予防支援事業所分とケア

マネジメントセンター分となります。

６項雑入１目１節滞納処分費１０００円から３目１節違約金及び延納利息１０００円は

科目設定、４目１節雑入２９８６万５０００円は５６１万４０００円の増、雇用保険被保

険者負担金は会計年度任用職員分、職員保険事務取扱手数料は４者分、行旅死亡人取扱費

は１件分を見込み計上、重度心身障がい者医療高額療養費戻入から子ども医療高額療養費

戻入までは見込み計上、職員等給食費は５２名の２４１日分、農業者年金業務受託手数料

は実績見込み計上、農地保有合理化促進事業事務委託金は北海道農業公社からのもの、電

話使用料（私用分）は見込み計上、資源物売払収入はアルミ缶やペットボトルなどの売払

いで見込み計上、保育所広域入所市町村委託料は１名分、学校給食用牛乳委託配送費は５

１５人分、自動販売機設置電気料から町史売払収入までは見込み計上、まちづくり・人づ

くり推進交付金は北海道町村会からの配分によるもの、３７ページの保育所児童給食副食

日は１名分を見込み計上、デジタル基盤改革支援補助金は地方公共団体情報システム標準

化、共通化への補助、雑入につきましては財源調整となります。

２２款１項町債１目総務債１億３１０万円は３１９０万円の増、１節総務管理債、過疎

地域持続的発展特別事業債（過疎債）はソフト事業を一般会計限度額で計上、公の集会施

設建設事業債（過疎債）は湯沸会館建て替え実施設計で充当率１００％で計上、公共施設

改修事業債（過疎債）は旧琵琶瀬小学校改修事業で充当率１００％で計上、２目衛生債２

１７０万円は４８００万円の減、１節保健衛生債は清掃車両整備事業債（過疎債）でごみ
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収集車両購入で充当率１００％で計上、３目農林水産業債１億３０３０万円は６１０万円

の減、１節農業債９００万円は浜中姉別地区道営農道整備事業債（辺地債）で、負担額に

ついて充当率１００％で計上、２節林業債１０２０万円は公有林整備事業債（国の予算等

貸付金債）で充当率１００％で計上、３目水産業債１億１１１０万円、水産資源環境整備

事業債（辺地債）は、火散布アサリ礁整備事業負担分１１００万円から受益者分担金５５

０万円を差し引いた分を充当率１００％で計上、漁港整備事業債（過疎債）は、漁港負担

金について充当率１００％で計上、４目土木債２億３６０万円は１億１９５０万円の減、

１節道路橋梁債４８１０万円、橋梁長寿命化整備事業債（辺地債）は万世橋補修工事分で、

事業費６６００万円から国庫補助金３９８４万７０００円を差し引いた額を充当率１００％

で計上、道路施設整備事業債（緊急自然災害防止債）は茶内通学路通排水改修分で充当率

１００％で計上、２節住宅債１億５５５０万円は公営住宅整備事業債（公住債）で、茶内

団地Ｓ６３個別改善工事とＨ０３個別改善工事実施設計について、国庫補助金を差し引い

た額を充当率１００％で計上、５目１節消防債２億３７７０万円は１億８１０万円の増、

避難施設整備事業債（公共事業等債）は、丸山散布避難高台整備事業、津波避難タワー整

備実施設計と用地購入費について、対象事業費から国庫補助金を差し引いた額を充当率９

０％で計上、避難施設整備事業債（緊防債）は、丸山散布避難高台整備事業の単独事業分

について充当率１００％で計上、消防車整備事業債（過疎債）は浜中消防署の水槽つきポ

ンプ自動車購入について充当率１００％で計上、６目教育債５億３８０万円は５９８０万

円の減、１節社会教育債は社会教育施設改修事業債（過疎債）で、総合文化センター改修

工事の本年度分、７目１節臨時財政対策債８６０万円は１４５０万円の減で、地方交付税

不足分を地方債で発行するものとなります。

歳入合計９２億３８８４万８０００円は２４７２万３０００円の減となっております。

以上、議案第２８号の補足説明といたします。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

延 会 宣 告

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○議長（落合俊雄君） お諮りします。

本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（落合俊雄君） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで延会することに決定しました。

なお、９日、１０日は休会とし、再開は１１日であります。

本日はこれで延会します。

（延会 午後 ４時３２分）


